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博物館への入館料金をめぐる論争

増 田 辰 良

本稿はMark,Lindsay.(1994).Admission
 

Charge-The Issues, Museum of New
 

Zealand Te Papa Tongarewa,Wellington,

New Zealand,pp.1-83の邦訳である。周知の

ように，ニュージーランドは世界に先駆けて

規制緩和，政府系企業の民営化を実現した国

の一つである。この経済政策は1984年７月

14日の労働党政権（ロンギ首相）の誕生とと

もに推進された。この改革は推進者の一人で

ある財務大臣の名前（ロジャー・ダグラス）

にちなんでロジャーノミクスと呼ばれてい

る。アメリカのレーガノミクス，英国のサッ

チャリズムと同様に市場メカニズムを重視す

る経済政策論である。改革の主眼は前国民党

政権時（マルドーン首相）における対外債務

の解消をめざし，政府系企業の独立採算化と

法人化および民営化による国有財産の売却を

進めることであった。こうした政策論は社会

のあらゆる部門にまで及んだ。公的，私的を

問わず博物館とて例外ではなかった。博物館

に関しては補助金の削減とともに市場（商業）

志向的な運営や成果が期待されるようになっ

た。（ただし，近年，地方にある小規模博物館

への補助金，物的・人的支援などの必要性が

指摘されている。A Strategy for the Museum
 

Sector  in New Zealand, April, 2005,

museum aotearoa参照。）

博物館の主要な収入源は〝入館料金"であ

る。このリポートは国立博物館（Te Papa：

通称テ・パパと呼ばれている）をめぐる入館

料金政策の是非を多方面から検討したもので

ある。筆者はニュージーランド滞在中，博物

館のみを対象とした民営化をめぐる論稿を見

つけることができなかった。今後，筆者が訳

出し公表する数本のリポートが唯一博物館の

企業化活動を論じているのみである。なお，

本文中にある参考文献［ ］部分は原文のま

ま残した。また，博物館名を邦訳すると，館

の特徴をうまく表現できない場合には原文の

まま残した。本文にある文献の一部も参考文

献には掲載されていないものがある。もとよ

り拙い訳文の域を出るものではない。

謝 辞

目 次

はしがき

はじめに

要 約

パート１ 博物館経営，地域社会と公平性の

問題

１．入館料金の選択

２．無料の公共財と公平性の問題

３．市場経済の中での博物館―公共財も有

料にすべきなのか

４．顧客志向

５．国立博物館テ・パパ任務法と入館料金

との関係

６．マオリ民族との関連

７．博物館の専門家と利益集団の意見

８．信託と著作権

パート２ 財政問題

１．博物館の収入に占める入館料金の割合

２．入館料金はどんな費用負担を発生させ

― ―61

キーワード：博物館，入館料金，テ・パパ

北星論集(経) 第48巻 第２号（通巻第55号) March 2009



るのか

３．入館料金はいくらに設定すべきなのか

―価格理論

パート３ 市場調査

１．入館料金に関する国民の意見

補 論

参考文献

謝辞

博物館の入館料金に関する諸問題を分析す

るための調査は国立ニュージーランド博物館

テ・パパ（Te Papa Tongarewa）の依頼を

受け，チェリル・ストーヘレン，パット・ス

チュアート，クレイク・ポラック，スチュワー

ト・パーク，ケン・ゴーベイ，ジョー・ドー

ハティ，ミッセル・チルとロビン・パーキン

ソンなどの管理のもとで実施された。調査と

執筆に携わったのはマーク・リンドセイ

（Mark,Lindsay）である。この報告書をまと

めるにあたって，ヘクター図書館（Hector
 

Library）のスタッフたち，とりわけシュー・

スーパービル，アルテック・デザイン社のア

レック・イー，ジェーン・ウエストウエイと

ダイアナ・ミッセルのご助力に感謝します。

はしがき

国立ニュージーランド博物館テ・パパ（Te
 

Papa Tongarewa：マオイ語による表現，以

下では国立博物館テ・パパと記す―訳者）は

文化遺産省（the Ministry of Cultural
 

Affairs and Treasury）の要請を受けて進め

られている営業経費の補助に関する調査の一

部として入館料金の実態調査を依頼した。

当館は1998年に海辺に近い場所に建設さ

れる新たらしい博物館の開館に向けて業務を

遂行しているので，商業的な取り組みに挑戦

することは評議会（Board）や運営者からも歓

迎されている。この考えは‘商業的な活動に積

極的に取り組もう’という企業化計画（the

 

Corporate Plan）方針の主要な目標となって

いる。

入館料金はこれから建設される新しい博物

館にとって収入を確保する直接的な手段であ

る。また，入館料金は博物館の運営について，

新たなかつ複雑な問題を発生させるものとし

て認識されてきたし，博物館が収入の多様な

確保手段を検討するときに用いる費用・便益

分析に欠かせないものとして理解されてき

た。したがって，諸々の問題を十分に検証す

る必要がある。

こうした調査はニュージーランドにある他

の博物館やギャラリー（美術館）にとっても

時機を得たものである。補助金を支給してい

る地方や地域の政府機関は入館料金を運営費

用の一部を賄うための一手段とみなして調査

をしてきた。この調査報告書がこうした議論

を盛んにする情報を提供できることを願って

いる。

多くの情報を提供してくれた国内の多数の

博物館やギャラリーの館長，職員たちに深く

感謝します。

チェリル・ストーヘレン

国立博物館テ・パパ館長

1994年10月

はじめに

この調査の目的はニュージーランドにある

博物館の入館料金に関わる諸問題を検証する

ことである。

その際，特に国立博物館テ・パパの運営姿

勢（邦訳のイタリック部分―訳者）を参考に

する。博物館を管理運営する機関は入館料金

を博物館の営業経費を賄う一手段として調査

してきた。ここで提供する情報は収入を確保

する手段として入館料金が適切なものである

かどうかを考える手助けになる。

国立博物館テ・パパは主として中央政府か
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民の納めた税Payment on Behalf of the
 

Crown

館への支払いを済ませている国民に

再

Crown entity

れるよう期待すべ

きなのか。博物館への入

Crown assets

用することであるから，原則として無料

にすべきであろう。

市場経済の中での博物館

入館料金は費用を賄う確かな手段なの

この報告書は３つの分野で構成されてい

る。

●博物館の運営に市場経済学を適用すること

の是非を論じている議論を紹介すること。

博物館やその運営についての問題を扱った

調査結果を紹介すること。入館料金は顕在

的または潜在的な利用者に影響を与える効

果があるという前提のもとで，収蔵機関と

しての国立博物館テ・パパの役割を検証す

ること。

●収入を確保する手段としての入館料金やそ

れと運営費用との関係について初歩的な分

析を試みること。

●国立博物館テ・パパへの入館料金の支払い

が国民の博物館に対する認識にどんな影響

を与えるのかを知るために実施した初歩的

な市場調査によって得た事実関係を紹介す

ること。

要約

規模の大きな博物館は入館料金を課すと

き，２つの選択肢を持っている。入館時に１

回だけ支払えば，全ての建物に入館できるタ

イプと建物への入館は無料にして，特別展示

会や評価の高いアトラクションには課すタイ

プである。

前者の入館料金は博物館にとって貴重な収

入源である。しかし，徴収することになると

新たに多くの問題を引き起こすことになる。

たとえ入館料金を無料にしてもニュージー

ランドの公的博物館は無料とは考えがたい。

なぜなら，その運営費用は国

。

一つである

金

によって賄われているからである。よって，

既に博物

館は公益をもたら

してくれる入館者た

び入館料金を支払ってく

を課すべきではない。

公共財は市場の排除

館は国民が文化遺産

を利

ある―市場は博物館がもたらす広範な社会

的貢献を支持しないであろう。このことから

すると，入館料金を収入の確保手段

で，

博物館は市場経済の中で運営されていると考

えることもできる。博物館への入館は私的財

として分類されており，ある種の商品価値を

与えられている。

一方，博物館の中心的な機能―教育，収蔵

品の管理，将来世代のために収蔵品を保管す

ること，また国民のアイデンティティを高め

ること―は公共財（あるいはメリット財）と

して分類されている。

こうした機能は入館料金を無料にできる根

拠の

しかしなが

公的補助金の支給によって最

もうまく達成できる。博物

方の性格を持ってい

る。後者の収入獲

ちを遠ざけるような料金

者

を維持することとは矛盾しない。評価の

（市場の失敗）の一例

で

み入館料金を課すことは

入館者たちの選択肢を広げ，リピートを促進

するかもしれないが，同時に無料で貴重な入

館体験を

とするこ

とは適切ではないことになる。

トラクショ

ら，実際には規模の大きな博物

館は公共財と私的財の両

も維持できるか

高い

ア

る

高め

して

ンに

得能力を は前ること

らう で

あ

も こ ら

の

と

ら の 補 助 （金

に） って運営 特れているよ 殊法人さ

（ は次第にである。政府）の一つ

公的資産（ 出）が生み 投す 収資

を益にも期待 き寄せるようになって 。た のこ

的報告書の目 をはこの期待の一側面 証検 るす

。ことである

博物館への入館料金をめぐる論争
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利用者中心主義

入館料金は博物館の成果を評価するのに適

切な方法である。また，入館料金は利用者の

主要な関心事の一つでもある。入館料金を課

している博物館はその作品の質に値段を付け

ているのであり，国民に対して，この体験は

お金を払うだけの価値がありますよ，と言っ

ているようなものである。ただし，これには

論争があり―無料であれ有料であれ―国民に

奉仕することを考えて運営されている博物館

は利用者の注目を受けるであろう。もはや博

物館は国民から見放されては運営できない存

在になっているのである。

入館料金を課すということは展示企画ある

いは収蔵品の管理と保管を優先せずに，諸資

源を人気のある呼び物の（目玉となる）企画

へ移さなければならないということを意味し

ているが，この利用者中心主義的な考え方で

も博物館の主要な目的は達成できる。

国立博物館テ・パパが入館時のみに料金を課

すことの意味

この国や海外での調査結果をみると，これ

まで無料であった博物館が入館時のみに料金

を課すことは入館者数の減少をもたらし，国

民の信用を失うことになっていた。これは開

館当初は無料であった博物館がある時期から

料金を課すようになった状況にも当てはま

る。

入館料金を課すことは国立博物館テ・パパ

がターゲットにしている入館者，特にマオリ

民族や少数民族，社会階層の低い人たち，地

方に住む人たちをがっかりさせるであろう。

さらにより多くの中流階層，学歴の高い人た

ち，非ヨーロッパ系の人たち，そして博物館

の使命を委任されている人たちも，またがっ

かりさせられるであろう。いかなる人であれ

入館料金によって博物館への訪問が遠のくよ

うでは，博物館はエリートや旅行者だけの施

設になってしまうだろう。

入館時のみに料金を支払うことへのこうし

た抵抗感は次のことによって緩和されるであ

ろう。

●新築された国立博物館テ・パパの建物への

憧憬や誇りと博物館では全く新たな体験が

できるという認識

●展示企画を変える

●入館料金の徴収によって最も不利益を被る

利用者やあまり頻繁に利用しない人たちへ

の割引制度，無料日の設定，自発的な寄付

制度などを考案する

●入館料金を安くする

●ターゲットとする入館者への市場調査や広

告戦略などへの投資

●時間とお金に関する認識

●開館時間，交通機関，優れた企画などから

みた博物館の利用可能性

●入館者たちが料金を支払うことの意味やそ

の料金がどこに使われているのかを理解し

ている程度

財政問題

入館料金を徴収すれば収入は増えるかもし

れないが，一般的にみると，苦労して稼いだ

この金額も営業予算をわずかに増やす程度に

しかすぎない。

，特によ

り斬新な目的，地域社会へのさらなる奉仕，

博物館自身の使命を実現するために使うべき

である。補助金支援機関が自前で獲得した予

入

は館自体の他の目的を支援するもの

物館の収て確諸々の活動によっ 博し保 た

のみ入館時の 物館料金徴収は国立博 テ・パ

収なパに追加的 ろう入をもたらすであ 。しか

は法し，この方 の収入入館者の数や他 手獲得

与えを段にも影響 を発，また新たな費用 生さ

る。せることもあ ，雇これには設備投資 用，

マー企画の変更と などケティングや広告 の費

る。用を含んでい
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算を博物館への補助金として支給するなら

ば，そのとき博物館は僅かな費用でもって収

入を確保するための行動をとるだけでよい。

さらに，もし入館料金を課すことから生じ

る社会的・財政的費用がこの収入を上回るな

らば，料金を徴収することは疑問視されるで

あろう。

市場調査の結果

収から生じる

問題を割引制度によって，ある程度克服する

ことができる。これによって地域住民の利用

は直接侵害されそうにないし，収入を確保す

る機会も維持できる。

フランスの国立博物館がこの事例である。

フランスでの入館料金は国際的な基準からみ

ると高いが，かなりな範囲で割引制度を適用

している。入館者のわずか35％が正規の料金

を支払っているのみである。30％は割引料金

を支払っている。そして残りの35％は無料で

ある。

イギリスでは一般
パート１：博物館経営，地域社会と公

平性の問題

１．入館料金の選択

入館料収入を増やしたいと思っている規模

の大きな博物館には２つの選択肢がある。一

つは入館時に１回限りの入館料金を徴収し，

全ての施設への入館を認める方法であり，こ

れはある範囲内で割引料金を設定することに

よって補完できる。もう一つは無料で施設へ

の入館を認めるが，特別展や評価の高いアト

ラクションには入館料金を課すという方法で

ある。

ⅰ）入館時の徴収

入館時のみに徴収するという方法は収入を

増やす比較的手っ取り早い方法であり，訪問

者は料金をみて入館するか否かという選択を

するだけでよい。しかし，この方法によると

収入は増えるが他方で哲学的，倫理的，地域

に関わる問題など解決すべき課題も発生す

る。

また，この方法は市場経済の中における公

的機関としての博物館の役割や文化施設とし

ての立場に関わる問題をも発生させる。以下

では，これらについて詳しく説明する。

ⅱ）入館料金の割引

博物館は入館時のみの料金徴

引制度には無料で利用できる期

日，割引率と自発的な寄付金制度などが含ま

れている。これらについては補論１で詳しく

説明する。

ⅲ）呼び物企画や評価の高いアトラクション

からの料金徴収

入館料金を無料にしている博物館は呼び物

（目玉）となる企画に料金を課すことによって

入館時の料金徴収にともなう幾つかの問題を

克服することができる。博物館の重要な施設

―たぶん常設している収蔵品や地域に関係す

を支払い，50％が割引を受け，10％

は無料であ

的に無料の博物館は無い

が，通常入館料金は安価である。ロンドンに

ある国立海洋博物館では入館者の40％が正

規の料金

物館で実施さ

れている割

ーランドや海外の博ジ

。

ニ

った

ュー

入館が国立博物館テ・パパ ことを課料金 す

るよ査にの是非を調べた市場調 入館と， 料金

展でを無料にすることと特別 める収をの徴 認

られけ入ことが最も国民に受 ですいれや 方法

収す徴あった。入館料金を 収入はられば恐 く

減 。であろる う

つ できい思 ちやそ利用する人た でないう 入

数 たも館者 あろう。ぶん減るで 料り安価よ な

最 支もは金 ろう。持されるであ して新そ いし

は館物博 つ料金を入館時のみに 収する徴 くい

条約制のか とが件を克服するこ るかでき もし

い。れな
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る特別な施設―への入館を無料にすることに

よって利用者に費用をかけることなく有意義

な体験をしてもらうことができる。同時に特

別展や評価の高いアトラクションからは鑑賞

料金を徴収することによって収入を増やす機

会も確保できる。

，倫理的な問題

も配慮しなければならないということを意味

している。

２．無料の公共財と公平性の問題

ⅰ）無料の公共財とは何か

料金政策は自分たちに関わる問題であるに

もかかわらず，ニュージーランドで公的な資

金援助を受けて運営されている博物館は国民

の負担を無くするという政策は支持されない

だろう，と考えている。

国民がどんな支払

National Art Gallery
 

and Museum

がどんな

ものであるのかという情報を博物館に提供し

てくれる。様々な展示会に多様な料金設定を

してみることによって訪問者の選択肢を広

げ，受け入れられる料金水準を知ることがで

きる。国民には呼び物企画にのみ負担をして

もらうことによって，博物館は多くの国民に

訪問してもらえるようになるであろう。

入館料金を課すか否かといういずれかの決

定をすることは同時に博物館が入館料金に

よって生じる経済的，地域的

a

 

y of Cultural Affairs: Report to the
 

M

 

The 1993-94 Payment on
 

Behalf of the Crown

選択するのかを

調べることは国民が希望する

M i n-

istr
 

l  Affairs  on  the
 

Muい方法を of New Zealand
 

inistry of  Cultura
 

apa T seum  Te P
 

w展示

r-o g

会 e
 

a n

物館博国 デテ パ立 ザパ・ 物の ンイ建 みをの

物 を館 回の博 時巡こ 示展示 の展会や臨と，る

ク きなトの大，インパ 覧て 会会 展用 を開とし

ーサ催す ト 映画る施 ，たコン ，ま，て設とし

して化公演 利用の ン特会用文 ベ ト席とイな別

っもし てらて あた だ，に でき料う 収 る徴金を

価けの 値 わるあが かとが 建る。こ な主の 要物

して館が 展い閉設 とき 示施 る くの 場会多も の

は短期の展会場 うさな 用覧会 ことう に使小ち

なに 。いて るっ

４時～の の間３発 訪問 入単 の 多く 者館はで

展め快適にするた ん雑混 を示会 でたち 楽しで

に を金 支払料もら 館時のみ 制入 度え うな 。い

ラト入館 クでは ョち者た シてのアに全一度に

をンを 最賞する とに鑑 金よこ 値のおて 価っ ，

化 し大 よす てうる 強い るい理 なしも無 れか

はでこれ 訪 価。 した 値問 減との じをい こ して

し問 うよ再び訪 でと， いう意 しい を削い欲ま

いま しっ 。かも なれるてい

呼び を画企物 支料金 て払っに とにら こうも

館入れ ， 者 のす ちが 自ば た たち に由分 え使自

と 賞鑑 たお金 シし， ないア ョントラク時間る

こ きるとがで選択する 入て 館ど 。に 者た応じ

トアちは ラ ショ自分 ク賞した ン鑑び選たちが

そし質によ て再く て関り強の せ いる。寄を心

る由び とな自 があ クき間 アトに時 の ラては全

ンショ を いし賞鑑 とみた 気いうて せにち さ持

しれもるか な 。れ いら

物前 館立博国 （の

国 館テ立博物と現在の） パパ・

金には税は建設費用や営 基業 などを 的本用費

を から財 。府源として政 支 されてきた給

い 物のし新 建 の総支建 府設費用が政 出 占に

大きずしも割合は必る 期間中く 設め ない［建

出の約0.15ると年間総歳 。しであでみ ％ る］

ランジーかし ドの金額はニューこの 文化， 部

るべ かと門への中央 なり大の歳出額と比府政

国 図立にきな投資額である。 の1 0年代 頃中89

書 れ5館 使わの改築のために 万）ド4 百（ ルが

。最た 立公文近 国では新しい 書 建設のた館の

43 万めに （百 れて） 資さドルが投 2い 。199る

9ら 年にか年 3 門へのか 部けて，文化 政 の府

百万80（業支出は営 た。［） っ総 ドルであ

，1992年３ 博物館への993/94年月。］1 の

的公 助金額（補

）は7,812（千）ドルで
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者たちの

国民は実質的に費用を負担しているのだか

ら―政府を経由した間接的な負担であるが

―当然博物館のサービスを受けることができ

る，と考えなければならない。

ⅱ）公平性の問題

したがって，入館料金は公平性の問題とし

て理解できるかもしれない。納税を通じて既

に支払っているサービスに対して，さらに負

担を求めるのは公平なのか。購入したことで

既に自分の所有物になっていると主張できる

物品や生まれながらにして受け継いだ物品に

対して料金の負担を求められるのか。納税に

よって最初に費用負担をしてもらっているに

もかかわらず，特別な呼び物企画や評価の高

いアトラクションなどに料金を課すのは公平

なのか。支払い能力を基準として入館料金に

差を設けることは正義に適っているのか。簡

単に支払えて入館できる 金を設定特権よりも

多様な地域住民［すぐに博物館を訪問する人

たちではない］の利益を優先すべきなのか。

他にもこうした疑問は多く生起してくる。

ニュージーランド人は無料にして，海外から

の訪問者には料金を課すことは認められるの

か。というのは，後者は鑑賞を楽しむが博物

館を直接支援する人たちではないからであ

る。 関連でもっているの

と同じように，政府も政策目的との関連で文

化部門への支出の効率性や‘収益性’などに少

なくとも関心をもっている。博物館は企業と

しての目的，経営内容の説明責任，成果の指

標化などを確立するために諸資源を使って，

その効率性や成果を改善するよう努めてい

る。

ⅰ）私的財としての博物館の利用

市場経済学の視点からみると，博物館の利

用者たちはもっぱら教養として展示物の鑑賞

起こすで

することによって費用を賄うと

いう中央・地方政府の目論見は，従来からあ

る博物館は無

また，ウエリントン市議会や他の地域・地

方の政府は国立博物館テ・パパの運営にもっ

と多くの負担をするよう求められている。

こうした疑問への回答は政府によってのみ

与えられる。ニュージーランドの博物館が直

面している新たな政治経済的な問題はさらな

る議論を引き

を無視す

あろう。

３．市場経済の中での博物館―公共財も有料

にすべきなのか

伝統的にニュージーランドの博物館は非営

利機関として設置され運営されてきたが，も

はや市場からの要請

料

競争を

ることはできな

くなっている。市場価値を持ち込むことが政

策論争の良い思考例になるのであるが，他の

文化施設と同じように，博物館は今も政府主

導の下で運営されている。

由

行動す

通じて利益を得るという考

え方をしなくてもよかったが，今やある程度

商業主義的に

方から

料で利用されるべきであるとい

う考え

自

その

挑戦を受けている。これまで博

物館は

が

られ

目的

ることが求め

。

私

てい

る

の業企 と

。たあっ

に的物さらに，国立博 パ館テ・パ ，は 般一

全は てての国民に貢献をし あいるので がる ，

エウ にリントンという地方 ーあってサ スビ を

し提供 の地域ているので，こ 以外の住民 問訪

者を無 るとい料にすべきであ 論もでう議 き

立 物博る。国 自体館テ・パパはそれ 所方地 が

館物有する博 の他ではないが，国内 に地の 域

すら住む住民か 限られれば利用機会は るてい

貢献りし，あま とは思してくれている てわれ

彼ら，いない［ただし ナも潜在的にはナショ

たル・サービスや優れ 受展示企画から恩恵を

。けているのであるが］
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を楽しんでいるので，このサービスへ支払い

をすることが期待されている。こうした展示

物は商品としての価値をもつ私的財として理

解されている。そして，この財へのマーケティ

ングは収入を増やす機会を広げてくれる。

入館時のみに料金を徴収するということ

は，負担の一部を一般的な課税［あるいは地

方の公立図書館における納税］方法から直接

恩恵を受ける人たちへ移すことなので，博物

館の資金調達との関係からすると公平性を高

めることになる。これは授業の価値を理解し

ている大学生が授業料を支払っていることや

国立図書館のサービスに料金を支払うことと

同じである。

公的資金援助には無料の利用を保障する意

図があるので，あまり裕福でなく，たまにし

か利用しない人たちが裕福で頻繁に利用する

人たちを支えているという変な論理がまかり

通るが，入館時のみに料金を徴収することに

よって，この論理を回避することができる

［Treasure Board of Canada; Dickenson,

1993;Heilbrun and Gray,1993より］。

ⅱ）公共財としての博物館の利用

一方，公設の博物館，特に中央政府が運営

する博物館では市場経済学が扱わないような

需要者と供給者との間にある関係が問題に

なってくる。

公共財としての博物館を検討してみると市

場経済概念だけをもって補助金支援政策の是

非を議論することは不十分であることも分か

る。

教育

収蔵品を活用した教育サービスの提供は博

物館の外部性を説明する良い事例である。あ

る個人が教育から得る恩恵は社会全体に及

ぶ。どんな人たちも無学者よりも学識や知識

の豊富な人たちから良い影響を受けているの

である。

に理解

していないの

公共財に関連する内容は以下のようにまと

めることができる。

●共同消費性；ある個人が博物館からサービ

スを受けても他の人たちが受けるサービス

の量を減らすことはない［例えば，警察，

国防，医療サービスなどがある］。

●博物館の活動は政府の支援を受けるに値す

るという政治・経済的な合意がある［支援

の程度については，もちろん合意はないし，

また毎年議論されている］。

●博物館が存在しない場合の社会に与える不

利益。

博物館を公共財として考えることは市場が

排除されることである［市場の失敗］。これは

例えある個人が支払いを拒否しても，それを

利用することからは排除されないということ

である［消費の非排除性］。サービスに対して

対価の支払いを強いられないし，国民は博物

館の広範な社会的貢献についても十分

るに違

いない。

がっ

で，公共財の供給量は市場で決

まる価格では賄いきれない。

さらに，もしこの財が簡単にかつ最も有益

なものだと理解されれば，博物館はすべての

国民に利用してもらえるであろう。した

たら

て，政府の補助金支援水準は博物館が便益を

求めている人たちを侵害し，あるいは便益を

も

なく

す企画に妥協させるような料金負担を

課さ に維てもよくなる水準 持され

立国 物的文化遺パはこの博物館テ・パ の国

の 庫宝産 を業務収蔵物の保管であり， 展と 示

と り，してお 来へた収蔵品の価値こうし を将

向け 持してて維 こ。経済学的にみるいる ，と

は市場 部性での外れ る。博物館からの恩あ 恵

用利 の者 が受けるみは ではなく，社会全体の

でいる。したがってに及ん 国立博物館テ・，

財共つかの機能は公パパの幾 あるいはメ［

きで 。るえることがリット財］と考
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この社会的な恩恵を社会の誰もが‘消費し

ている’が市場はそれに何も価値を与えてい

ない［この考え方は少なくとも論争になって

いるし，変わりつつあるかもしれない。トレ

ジャディ（人名：訳者）は，教育は実際のと

ころ公共財ではない，と言っている。Trea-

sury, Brief to the Incoming Government;

1987.Pt.II,Education Issues.pp.32-33.議論

についてはHeilbrun and Gray,pp.202-226

を参照せよ］。

さらに学歴が低く，ほとんど博物館を利用

しないような人たちが入館料金の徴収によっ

て，その利用が一層しにくくなるのであれば，

博物館の直接的な恩恵は限られた，既に十分

な教育を受けている人たちのみによって享受

されるであろう。

国民としてのアイデンティティと誇り

博物館はこの国の過去と現在の最良の成果

物からなる文化遺産を保管し展示することに

よって国民のアイデンティティとして貢献し

ている。この国の国民としての誇りを想い，

アイデンティティを認識することは‘精神的

な産物’であるが，この目に見えない価値を取

引する市場は存在しない。博物館を公共財と

して理解することは，博物館の存在を得がた

い宝物の貯蔵庫以上のものであると考えるこ

とである。

収蔵品の管理と調査活動

博物館は消費者志向になることによって収

入を増やそうとしてきたので，国民を対象と

する展示企画と基礎的な収蔵活動とのバラン

スは崩れてきた。これはオーストラリア博物

館館長会議のデータ（the Council of Aus-

tralian Museum Directors’ 1992-1993
 

Museums Survey of twenty-three major
 

institutions in Australia and New Zealand）

によっても確認できる［数値は年間総支出に

占める割合である］。

新しい知識の獲得は社会的な利益であると

いう前提に基づいて，調査活動や奨学金につ

いては公的な補助金が支給されてきた。だが，

イギリスにある有料の博物館はこの２つの資

金を呼び物企画とマーケティング活動へと転

用してきた。

有料化の開始後，国立海洋博物館はマーケ

ティング担当の職員をパートタイムから３名

のフルタイムへと充実させた。有料化の開始

前には，国立科学工業博物館（the National
 

Museum of Science and Industry）は７つの

管理部門と１つの事務部門を持っていたが，

1990年までに４つの事務部門と１つの管理

部門へと組織替えをした。補助金が削減され

たので，ロンドンにある国立歴史博物館（the
 

Natural History Museum）はその資金を呼

び物企画と人気のある展示会へと振り替え

た。４年間で40の科学・支援職が無くなった。

もはや学者たちはビクトリア・アルバート博

物館（the Victoria & Albert Museum）で

の収蔵品の管理に関わる主要な責任を持たな

くなってしまった［National Audit Office
 

Report］。

これらの事例は複雑な変化を単純化して説

明したものであるが，多くの場合にこうした

傾向がみられる。

こうした方針の変化は公共サービスの質を

改善するためにおこなわれている。これらは，

また入館料金の徴収による入館者数の減少に

触発された部分と財政基盤を充実するために

公的支援を増やしてもらうためにおこなわれ

てきた側面もある。新たに呼び物企画が最優

管理と収集費用［給与を含む］

●入館料金無料の博物館 41.0％

●入館料金有料の博物館 14.5％

広報活動とマーケティング支出［給与を含む］

●入館料金無料の博物館 4.2％

●入館料金有料の博物館 9.0％

［CAMD 1992-1993 Museum’s Survey.
またDASETT,What Value Cultural heritage?pp.

38-39 も参照せよ。］
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先されることになってから，これまで中心的

であった調査活動は苦難を強いられている。

Public］。

結論と論点

公共財の存在は博物館への中央・地方政府

からの支援を正当化してくれる。これらの財

は消費者の需要に反応して生産がうながされ

ているような市場経済では理解されがたいも

のである［補論２を参照せよ］。

にもかかわら将来世代への信託

将来世代が利用できる文化遺産の量，質，

多様性などは現在の博物館の活動や将来に向

けた戦略的意思決定などに依存している。収

蔵活動や保管計画へ公的資金を投入するとい

うことは本質的にこの一連の恩恵を将来世代

に保障するための支援金と考えられる。社会

全体は自分たちよりも豊かでない人たちにこ

の文化遺産を手渡したくはないと思ってい

る。いま，ここで自分の好みを登録できない

将来世代の受益者たちに利用者負担原則を適

用することはできない。また，市場もこの将

来に渡る恩恵に値段を付けることもできな

い。

経済的利益

博物館の活動から生まれる経済的利益は

―旅行，雇用と予想外の都市開発など―すべ

て国内生産物の増加を通じて博物館にも還流

し，そして国全体に利益をもたらす。

需要の選択権

現在，博物館を訪問しない人たちは将来訪

問するという選択権を持っていたいと思って

いるかもしれない［‘需要の選択権’］。カナダ

の国民を対象とした調査によると，博物館の

役割は利用していない人たちにも肯定的に評

価されていた。カナダの国民のなかではレ

ジャー活動に充てる時間でみると博物館への

訪問は最低から２番目に位置しているが，国

民は全てのレジャー活動のなかでも国が博物

館を支援することを最も高く評価していた

［The Museum and the Canadian

金が無料であれば，国民的

な遺産を鑑賞する機会として博物館を利用で

きる。博物館の公共財としての活動基準が確

立され維持されるならば，そのとき博物館は

いかにしてうまく作品の収集，保管や教育活

動を遂行するかという問題を考えなくてもよ

く

ず，博物館の諸機能は依然と

して個人が受ける恩恵として市場価値で評価

されている。もし，政治的に博物館組織全体

の諸機能を私的財として扱うならば，入館時

のみの料金の徴収も認められるであろう。入

館料金から得た利益は無料で利用できる公共

財よりも，もっと意義があると考えられるな

らば，このときも徴収は認められるであろう。

多様な機能をもつ規模の大きな博物館は自

ら評価の高い企画をし，収入を獲得するため

に私企業のように行動するかもしれない。同

時に，入館時の料

ない。このバラン

スを決めることは―前者を維持する政府の支

出水準と後者から生まれる予算を賄う収入

―最終的に政府機関の判断に委ねられている

［1.iiiをみよ］。

４．顧客志向

ⅰ）博物館の業務の質を改善する手段として

の入館料金

お金とサ

なる。

博物館は公共財と私的財のそれぞれいい側

面へ資金を投資し，公共財と私的財の両方の

特徴を持ち続けるかもしれ

うことはを交換するとービスと い

館 ・パパのテ国立博物 活動はこ蔵調査・収

で産の一つの国の知的財 。この活動をっあ た

の民の好む企画犠牲にして国 ると集中すみに

館が法博物いうことは，この されて規定で律

は要でほど重いる活動義務をさ 動い文化活な

もある。れへと向けてしまう恐
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―この場合は入館料金の支払いである―供給

者［博物館］の立場からよりも消費者［利用

者］の意思決定を基準とした博物館の業務の

質を計る指標を提供してくれる。

料金を支払うかどうかの意思決定は博物館

が提供しているものの価値や魅力についての

利用者たちの評価や他のレジャー施設との競

争関係などに依存している。単純に表現する

と，入館料収入とは博物館がしていることに

好意を寄せている人たちから得た収入であ

る。そして彼らの期待を裏切れば収入を失う

ことになる。こうしたことは入館料金を徴収

している博物館の重要かつ適切な成功指標と

なる。

入館料金を課すということは博物館がその

所蔵している作品の質に値段を付けているこ

とであり，国民に向かって，この体験はお金

を支払うに値しますよ，と言っているような

ものである。

こうした訪問者を博物館へ誘うためには，

博物館は国民のニーズを知らなければならな

い。そして，市場において国民の期待を充た

すために自分たちが持っている固有の魅力を

強調し，収入源となる顧客に多く入館しても

らわなければならない。消費者選好について

の調査から得た情報を活用すれば，博物館は

その作品やサービスの質に対して自ずと敏感

になるであろう。また，他のレジャー産業と

の競争に関する分析を通じて市場のニッチを

充たす企画を立案するようにもなるであろ

う。業務の効率性を高め，さらに国民の楽し

みや満足度を高めることは入館料金から得た

豊かな財源の範囲内で達成されるであろう。

これまで無料で運営されてきたニュージー

ランドの博物館は自分たちの公的な役割を国

民へのサービスや地域との関連で考えてき

た。だがしかし，彼らはそうした地域社会の

広さや多様性などをうまく表現してこなかっ

た。訪問者たちは一般的に豊かで学歴の高い

非ヨーロッパ系の人たちであった［５節 ｉ）

入館者のプロフィールを参照せよ］。またその

影響が広範囲に及び館にとって主要な呼び物

となる作品を所蔵せず，管理運営部門が顧客

志向の利点を考えることを嫌っているような

博物館は潜在的な利用者を遠ざけてきた，と

言えよう。

サービス志向的な料金体系をつることに反

対してきたのは，歴史があって，規模が大き

く，変化を好まず，しばしば管理運営が瀕死

の状態にあり，また機会主義的というよりも

［特に財源不足という］脅威によってのみ挑戦

する姿勢をみせているような博物館［そして

大抵の場合そうであった］であった。安定性，

これまで存続してきた歴史と未来へと存続し

ていくことは，そうした博物館自身がもつ特

権であり美徳として論じられてきた。

英国の５つの主要な国立博物館やギャラ

リーの公的サービスの質を調査した結果によ

ると，入館料金を課している博物館は課して

いないものよりも経営内容やサービスの提供

に力点をおいていた。

入館料金を徴収している国立歴史博物館

（the National History Museum）や国立科

学・工業博物館（the National Museum of
 

Science and Industry）は海外の商業モデル

を検証し，特別な業務計画を導入してきた。

これらは訪問者とそうでない人たち，展示会

への期待，美術館でない施設へのニーズなど

を明らかにしている。職員たちは調査，出版，

展示会や企画を詳細に評価するというもっぱ

ら内部問題から離れ，変化する諸条件を比較

的革新的に捉えるようになった［この変化が

核となる企画にマイナスの影響を与えたこと

は既に述べた］。［National Audit Office］

にもかかわらず，入館料収入や入館者数は

博物館の経営成果を計る２つの手段にしか過

ぎない。多くの量的計測法があるし，また幾

つかとても有効な質的計測法もある。

優良な博物館が有する多くの重要な質―長

期に渡る継続的な収蔵活動，保護と調査活動
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など―を数値で計測することは困難である。

博物館での体験の質や評価が利用者ごとに違

うので，その体験を質的に評価することは困

難をともなう。しかし，成果指標としてこれ

からも訪問者数を重視すべきである。

博物館は成果指標として入館料収入を使っ

たとしても訪問してくれない人たちに関する

情報は得られない。訪問してくれない人たち

は博物館がしていることには好意を示すが，

自由に使えるお金に限界があるため訪問を諦

めているのである。

ⅱ）博物館として核となる目的の維持

入館料金を徴収している博物館が顧客志向

を強めた結果をみると，より質の高い作品よ

りも多様な作品を扱うようになったに過ぎな

い。リスキーで挑戦的な企画よりも‘平凡な’

企画は展示会や教育目的を犠牲にして入館者

を引き付けているのかもしれない。博物館と

しての核となる目的を実現する企画は国民へ

のアピール性を欠いていると考えるのは間違

いであるが，こうした考え方もできる。

同じように，入館者を獲得するために質の

高い‘超目玉となる’展示会を定期的に企画し

ている博物館では，教育・展示という目的と

高収入をもたらし財政的にも魅力的な興業や

見世物を企画することとのバランスを必ずし

も維持してこなかった。

優れた学問的な展示会は，それが十分な収

入をもたらさないときには失敗だと判断され

てきた。これについては，ニューヨークにあ

るメトロポリタン・美術館（the Metropolitan
 

Museum of Art）が特別展を企画するときに

入館料収入を度外視することに決めたことは

心に留めておくべきであろう［Luers，フェル

ドスタインによる引用］。［事実，メトロポリ

タンは巨大で，商業志向で，財政的に豊かで

多数の雇用者からなる博物館を運営すると

き，私企業経営の姿勢や行動形態をとり始め

ていた。そして，伝統的で美学的な役割を維

持することが，新たに挑戦すべき主要な目標

となった。］

また博物館は超大作の企画ばかりを立案す

るという落し穴に陥ることも避けなければな

らない。一連のインパクトが強く，とても評

判の高い展示会は観客に常設展や地方を基盤

とした展示会への支払いを嫌わせることにな

る。これは国民が博物館の収蔵品の価値を下

げることになっているのみならず，観客の

ニーズを適度に充たす範囲を上回るよう期待

されるために，常に大きな感動を訪問者へ与

え続けなければならないことから職員たちに

も精神的な苦痛を与えている［Corponi］。

さらに，海外から持ってきた超大作が常に

莫大な利益をもたらすとも限らない。また，

入館料収入の増加だけでは総費用を賄えると

も限らない。収入はスポンサーシップ，政府

からの補助金や売店の売上げなどを通じて獲

得できるのである［DiMaggio］。

顧客志向にはこれ以外にも欠点がある。顧

客志向を求めるあまり幾つかの海外の博物館

ではその‘目的を変えているもの’もある。達

成することが困難である目的は―新たに顧客

を誘引する―容易に達成できる目的に置き換

えられている。幾つかの博物館ではほんの限

られてはいるが常連の顧客を誘引するような

努力のみをしている。これは博物館が入館料

金を確保する努力の一つとして―他の潜在的

な顧客を犠牲にして―真剣に取り組む目標に

までなっている［Dickenson, in Towse and
 

Khakee］。

補助金以外の入館料収入を使い，より斬新

な企画を展開することによって，博物館は国

民にその存在意義をアピールすることができ

る。ただし，斬新な企画を商業主義の象徴と

してのみ考えるべきではない。柔軟性，顧客

志向や社会的品格という特徴はそれ自身ダイ

ナミックで人気のある公的施設となるようい

かなる博物館も追求していることである。
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ate-

ment）は新しい博物館を‘国民の広場’と定義

している。企業化計画ビジョン（The Corpo-

rate Plan’s Visio

ⅲ）入館料金を徴収することから生じる別の

恩恵

入館料金は博物館の運営にとって別の有益

な情報をもたらしてくれる。入館料金を徴収

することは博物館の運営をもっと透明にし，

補助金支援機関への説明責任を改善させるこ

とになる。それによって正確な入館者数を割

り出すこともできるようになる。

展示会の企画，無料日の設定，割引制度な

どが改善されれば，そしてそれが他のレ

ジャー産業が提供しているものと競合するこ

とになれば，入館料金の徴収を通じて新しい

マーケティング機会も生まれるであろう。

入館料金を支払ってもらうことによって，

訪問者たちは何か特別な物品を購入している

という気持ちになってくれるし，そして博物

館に関わることや訪問の意義を高めてくれ

る。英国の科学・工業博物館が入館料金の徴

収を始めた後をみると訪問者たちが館内で過

ごす時間が大幅に増えた［ただし，1992年の

オークランドシティ美術館の調査によると臨

時展示会への訪問者のうち83％は入館料金

の支払い制度があったとしても館内にいる時

間に変化はないであろうという調査結果もあ

る］。［ACAG,Quarterly Survey，1992年９

月。］

収入源として特別な収蔵活動をすることは

訪問者たちにその収蔵品と一体となるような

個人的感覚を持たせることができる。また，

訪問者たちを個別に歓迎し，博物館へ誘って

くれる売店が収入を稼いでいるのは入館料金

制度からの副産物でもある。

５．国立博物館テ・パパ任務法と入館料金と

の関係

国立博物館テ・パパ法（1992年）と博物館

の任務規定（the Museum’s Mission St

れない，と言っていた。そ

して，とりわけ料金政策を導入する前に博物

館の使命を十分に考えてみることを薦めてい

る［委員会の入館料金に関する

n and Goals）は，博物館は

国民が利用できる宝庫になるだろうと述べて

いる。博物館は‘国民にとって，精神的に想像

を駆り立てる入り口である（a Waharoa：マ

オリ語で入り口を意味する―訳者)’。企業化

計画ビジョンは国民の参加，関与，利用可能

性について定めている。博物館は‘多様な訪問

者を探し出し，引き付けるために明確な努力’

をするだろう。

現代展示会計画（the Day One Exhibition
 

Plan）に関する博物館専門家評価委員会の報

告書（The Museum Peer Review Committee
 

Report）は，ニュージーランドの主要な利用

者たちは入館料金の支払いによって公権を奪

われているかもし

るし，入館

料金が彼らの利用にどの程度影響を与えてい

るのかについても調べる必要がある。

ⅰ）入館者のプロフィール：新しい博物館の

利用者は

意見について

は補論３を参照せよ。委員会内部の話として，

委員会は‘博物館は収入を稼ぐ必要はあるが，

入館料金以外の全ての可能性を検討してみる

べきである，と言っている’］。

新しい博物館を訪問したいという人たちを

もっと詳しく調べてみる必要があ

d

は国立博物館テ・パパ，ニュージー

ランドにあるその他の博物館と海外の博物館

とではとても似た傾向がある［UMR Insight
 

Limit

誰か

最近の調査によると，入館者のプロフィー

ルについて

n Admission Charge Surv ed, a ey

してと 味わ他では ような体験を剌 えない

提供 国立博物館テ・パパの努力からているし

入みると そうが課すまいがさほど課料館 を金

題 。ではない問
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Omnibus Surveys,1994.Tourism Resource
 

Consultant, 1994;Fitzgerald. C, 1994;An-

derson.N,till.M,Booth.K,1994;Lovis.P,

1993;Cockburn.R,1990］。

典型的なニュージーランドの利用者たちは

●高学歴者

●高額所得者，専門職あるいは経営に携わる

人たち，あるいは学生

●マオリ民族以外の人たち

である。

ほとんどあるいはたまにしか利用しない人

たちは

●マオリ民族，あるいはその他の少数民族

●ブルーカラー，織物職，肉体労働者，事務

職や失業者たち

●家計の年間所得が30,000ドル以下の人た

ち

●60歳以上の人たち

である。

これまでの統計をみると，全ての入館者の

うち３分の１はたまにしか新しい国立博物館

テ・パパを利用していない。３分の２は年当

たり２～４回，あるいはそれ以上利用してい

る。

偶然の利用者―偶然の思いつきで入館する

人たち―は全利用者のうち約40％を占めて

いる。

ブース（Booth et al.）の推計によると，新

しい国立博物館テ・パパへの入館者のうち

35～40％はウエリントン地域に住む人たちで

あった。博物館での展示会時の調査によると，

この数値は60～65％である。

国立博物館テ・パパへの全ての入館者のう

ち約15％は海外からの利用者である。この数

値は地方の主要な博物館では36～40％であ

る［Booth et al.,p.15］。

新しい国立博物館テ・パパへの入館者のお

よそ25％は家族，10～15％は学校関係者たち

である。

こうした情報からすると，十分に掌握され

ていない潜在的な利用者たちも多くいる。

●ウエリントン地域をもう少し広くみて，そ

こに住む人たちのリピータ

●海外からの利用者たち

●高齢者たち

●低所得者層

●マオリ民族，太平洋諸島住民とニュージー

ランドに住んでいるアジア系住民

などである。

ⅱ）入館料金の徴収が訪問者や潜在的な利用

者に与える効果

訪問者数の合計

ニュージーランドや海外での経験をみる

と，入館料金を無料から有料にすると，一般

的に入館者数は減っている。このことは，ま

た新しい博物館が開館当初は無料であったも

のを有料に変えた場合にもあてはまる。入館

時に料金を徴収すれば，15～40％だけ総入館

者数が減ると予想されている。

オークランド・学術研究博物館（Auckland
 

Institute and Museum）は50％の減少を予想

していた。オーストラリア博物館（the Aus-

tralian Museum）でも50％，ビクトリア博物

館（the Museum of Victoria）では80％の減

少を経験していた。収入を確保する手段とし

て，その是非を議論するためにおこなわれた

カナダにおける入館料金に関するモデル分析

では，およそ20％の減少をもたらすと推定さ

れていた。イギリスにある国立博物館では，

1974年に入館料金の徴収が始められたとき

平均43％の減少を経験した。

国立博物館テ・パパが与える影響は大きい

ので，入館者数はもっと減少するとみるべき

であろう［有料化前後の入館者数については

補論４を参照せよ］。

しかしながら，入館料金が入館者数に与え

る効果については相反する事実もある。ある

アメリカ人の調査によると入館料金が安い
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―アメリカドルで５ドルまで―ときに寄付金

や入館料金を徴収すると入館者数が増えたと

いう事実がある。もし鑑賞するものの質に対

してのみ支払っていると考えるのであれば，

人々は博物館を訪問しないかもしれない。伝

統的な経済理論に反して，価格を高くしても

入館者の需要は減少しないのである

［Cooper-Martin］。

1993年にイギリスの多くの国立博物館が

入館料金を導入したが，利用者数は増えた。

しかし，無料であった大英博物館（British
 

Museum）と国立美術館（National Gallery）

は両館とも利用者数を減らした［Museums
 

Journal，1994年６月］。こうした事実がある

にもかかわらず，自由市場を支持する論者は

料金によって入館者を排除しようとしてい

る。

十分に掌握できない利用者たち

すでに述べたように，入館料金の徴収は十

分に掌握できない利用者たち―少数民族，学

歴の低い人たち，低所得者層―に対して，きっ

とマイナスの影響を与えるであろう。海外で

の経験によると，低所得者層は価格に対して

とても敏感であり，入館料金は可処分所得が

最低限の人たちを博物館から追いやる要因と

なっている。

ニュージーランドの多くの博物館では，こ

れまで入館料金を徴収すれば，さらに利用者

数は減るだろうという議論をしてきた［ロ

バート・マックドガル・アート・ギャラリー

（Robert McDougall Art Gallery），ドウセ・

アート・ミュージ ア ム（D o w s e  A r t
 

Museum），カンタベリー博物館，オタゴ博物

館］。入館料金の徴収によって，多くの潜在的

な利用者たちは一時的か場合によれば永久に

博物館から排除されるかもしれない。そして

博物館での体験から受ける‘恩恵’は現時点に

おいて頻繁に利用している人たちによっての

み享受されることになるであろう。

博物館へのリピータ

ウエリントンという人口の少ない地域で入

館者数を増やすためには，新しい国立博物館

テ・パパはもっと地方に住んでいる住民を引

き付け，現在の利用者よりももっと定期的な

利用者になってくれるよう彼らの利用を促進

しなければならない。しかしながら，海外で

の経験をみると，入館料金の徴収は博物館を

頻繁に利用してくれるはずの特に家族での利

用者や地方での利用者のインセンティブを削

いでいる。

これはビクトリア・アルバート博物館（the
 

Victoria & Albert Museum）やカナダの博

物館で観察されている。ロンドンにあるナ

ショナル・ポートレイ・ギャラリー（the
 

National Portrait Gallery）の入館者調査に

よると，頻繁に利用してくれる入館者のうち

の64％，再度利用してくれた入館者のうちの

43％は入館料金を払っていない人たちであっ

た。メトロポリタン美術館（The Metropoli-

tan Museum of Art）はリピータを増やすた

めに特別展への入館料金を下げ，また全ての

企画においても継続的で忠実な顧客を確保す

るために入館料金を下げた［Canadian Gov-

ernment Paper 1985, Dickenson, Loomis,

Clarke,Luers］。

学校関係者の利用

入館料金に交通費を追加負担させ，さらに

これまで補助を受けていた学校教育費を両親

に支払うよう要求すれば，たとえ割引料金や

グループ料金が博物館の教育目的を充たすよ

うに機能したとしても，学校関係者たちの新

しい国立博物館テ・パパを訪問しようという

意欲は削がれるであろう。ウエリントンにあ

るキャピタル・ディスカバリー・プレイス

（Capital Discovery Place）は学校関係者た

ちが負担する費用を上回る料金を導入したと

き，もはや教育目的を実現できないほど学校

関係者の利用を減らしてしまった［Cave］。
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マオリ民族の利用者たち

マオリ民族はニュージーランド社会の中で

も社会・経済的に低い階層の人たちであり，

それに比例して博物館を利用する人数も少な

い。

太平洋諸島に住む地域住民たちの利用

太平洋諸島に住む地域住民たちの代表者の

意見は当該諸島からの利用者数を増やすとい

う国立博物館テ・パパの努力の一環として

オークランドやウエリントンでの会議に反映

されている［Davidonの個人的な意見］。一般

的にみて，この地域の住民は博物館を訪問す

るという習慣を持っていない。そこで，国立

博物館テ・パパは，もし入館料金を設定すれ

ば，彼らの利用する意欲をさらに削いでしま

うことになる，とみている。

多くの太平洋諸島民はオークランド博物館

を訪問しているが，その理由は当館が無料で

あるからである。博物館への関わり方が増え

れば意見も変わるかもしれないが，諸島民も

博物館もいずれも自分たちの文化遺産を収蔵

する博物館を利用するのに料金を請求され

る，あるいは請求することは必ずしも間違っ

ているとは考えていない［Davidonの個人的

な意見］。

偶然の思いつきで博物館を利用する人たち

ロンドンにあるビクトリア・アルバート博

物館（The Victoria and Albert Museum）

と科学博物館（the Science Museum）は入館

料金の徴収によって最も多くの入館者数を減

らした博物館である。ロンドンにあるナショ

ナル・ギャラリー（the National Gallery）

は入館料金を心理的な障壁と考えている計画

性のない気ままな入館者を重要な顧客ター

ゲットにしている。ウエリントン・シティ・

アートギャラリー（The Wellington City Art
 

Gallery）は新しい建物を建設したときに入館

料金を設定したが，それ以降地域住民以外の

入館者数を大幅に減らした。短期の滞在者た

ちは料金の設定によって入館の意欲を削がれ

てしまうだろう。もし，このようなことが新

しい国立博物館テ・パパでも繰り返されれば，

多数の潜在的な利用者を失ってしまうだろ

う。

旅行者と地域住民以外の利用者

イギリスでの経験をみると，旅行者は快く

博物館にお金を支払ってくれる人たちである

［UK Office of Art and Libraries］。もし，

国立博物館テ・パパがこの国のウエリントン

以外の地方からやってくる訪問者たちをこの

街への貴重な訪問者として位置づけるなら

ば，これらの訪問者たちもまた入館料金には

寛容であるようだ。

しかしながら，観光評議会による最近の統

計をみると，ウエリントンを訪問しているの

は所持金が少なく，あまり支出をしない‘バッ

クパッカーたち’である。自由に使えるお金が

少ないので，こうした旅行者たちは入館料金

の徴収によって入館意欲を削がれているのか

もしれない。

結論

入館時に料金を徴収することは国内や海外

からの訪問者の入館意欲を削いできた。そし

て，こうしたことは新しい国立博物館テ・パ

パでもおこるかもしれない。博物館の成功指

標ともなっている新たな訪問者の多くは入館

料金という費用負担にとても敏感に反応する

ようである。今まさに博物館を訪問しようと

している国民もまた意欲を削がれるであろう

［博物館への訪問に影響を与える，その他の要

因については補論６を参照せよ］。

そうした場合には，使命規定（Mission
 

Statement）や企業化計画ビジョン（Corpo-

rate Plan）とその法律の本来の目的もわずか

ではあるが修正するよう迫られるだろう。

博物館の主要な成果指標となるのは新たに
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多様な訪問者を引き付け，地域住民の参加を

促すことであろう。博物館は単なる‘国民’に

奉仕しているのではなく，多様な所得階層，

教育水準，文化活動へのアクセス度や参加度，

性別，文化に関する多様な意見，違った家族

構成などを持つ国民に貢献しているのであ

る。

この多様性の中で入館料金の徴収は様々な

国民にそれぞれ違った問題を投げかけてい

る。入館料金に賛成する人たちもいれば，そ

れが利用を妨げる要因になっているという人

たちもいる。この妨げている要因は博物館の

入り口のドアを開けようとするときに金銭

的，心理的あるいは肉体的な障壁にもなって

いるかもしれない。入館料金を徴収するか否

かに関する判断は複数の視点から考察される

べきであろう。

６．マオリ民族との関連 nd Lottery Grants Board）は，

たとえ入館料金の徴収制度が導入されても，

既存の基準にしたがって国立博物館テ・パパ

へ補助金を支給し続けるであろう，と言って

きた。入館料金を徴収している博物館―例え

ば，オークランドの交通科学博物館（通称モー

タットMOTA

 

a marae

ある―が補助金を

受給できる資格は徴収していない博物館と同

等である。

国立博物館テ・パパのマーケティング調査委

員会

この委員会のなかでは新しい博物館が入館

料金を徴収

Maori Views and Treaty

る。全体的にみると，国立博物館と

しての役割から無料の利用を支持する意見が

優勢である。委員会によると，‘ウ● ルト・ディ

ズニー’は映画館への入館者かtaonga Maori

て発展してきたものであるが，同

じように博物館をそれ自身エンターテイメン

トとして位置づけるならばもっと成功する機

会があるであろう。しかし，委員会は入館料

利益

●
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うクセス権ア どのよる。 決めるのかを 。に

う たしそえるのか与誰にそれを クセス。 ア

か。で的 っあ いいのは慈善 て

際国 な的 からする博物館の考え基準であ 方

ばれ 宝物はそ， 多くのユニーク性を博の 物

貸していへ ことになる館 結果として，。る
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う。
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金を徴収しても質の高い成果は得られないと

考えてきた。そして，入館料金を徴収する制

度の下では‘押し売り的’なマーケティングが

必要になる，と考えてきた。

国立博物館テ・パパの展示会企画委員会

企画委員会は入館料金の徴収に反対意見を

持っていた。入館料金の徴収は博物館にいい

成果をもたらさないし，太平洋諸島民のよう

な多くの人たちを博物館から遠ざけるであろ

う，と考えている。新しい博物館は収入を増

やすために多くの好ましい機会を持っている

ので，入館料金の徴収はこうした機会に対し

て逆効果を招くであろう［個人的な意見］。

その他のニュージーランド博物館

入館料金をめぐる議論への多くの博物館の

意見や経験などを調査した結果は補論６に掲

載されている。

８．信託と著作権

信託

これまで信託基準に基づき慈善団体として

の博物館へ寄贈がおこなわれてきた。信託と

いうのは寄贈品に添付されてきた特定の条件

にしたがって明確に［行動する］ことである。

あるいは暗黙のうちにそのとき流行っている

一般的な条件を遵守し続けることである

［Park 1993］。これら２つの信託タイプは入

館料金に関する博物館の姿勢に影響を与える

であろう。同じく，博物館の代わりに寄贈品

を受け取るときの許可状はある一定条件―寄

贈品への自由なアクセスのような条件―を維

持することを規定している。

国立博物館テ・パパ法（1992年）［26節 ］

は既得権として前の国立博物館（the
 

National Art Gallery and Museum）の受託

委員会が持つ全ての財産を受け継いでいる

‘……財産に影響を与える料金あるいは信託

など全ての責任を負っている’。したがって全

ての既存の信託物は新しい法律の下でも所有

されていることになる。

ロンドンにあるナショナル・ギャラリー

（the National Gallery）は，入館料金の徴収

はこれまでの寄贈者を裏切ることになるだろ

う，と言っている［Dickenson］。大英博物館

が設立されたとき，ハンス・スローン卿（Sir
 

Hans Sloane）による遺贈品は無料で公開す

ることを条件としていた［Clarke］。

これまでの調査ではこの領域にある潜在的

な問題を確認できていないが，博物館評議会

に委ねている信託物を無料で公開し続けるこ

とを明確な条件とするかどうかを検討すべき

であろう。

著作権

最近，議会は1962年制定の著作権法を改正

して，新しい著作権法の制定を考えている。

法案の81節［放送とケーブルテレビ放送］と

178節［著者の権利］は放送に使ったりケーブ

ルテレビ放送で見せたりしても視聴者から料

金を徴収しない限り，著作権を侵害しないと

規定している。この議論は博物館が入館時に

料金を徴収するか特別展で徴収するかのいず

れかを導入する場合の議論と関連する内容を

含んでいる。

パート２：財政問題

１．博物館の収入に占める入館料金の割合

入館料金は博物館の企画運営に利用できる

補足的な収入になるし，外部機関からの補助

金の不足を補うこともできる。この入館料収

入の規模は入館者数，企画数，他のレジャー

産業やその料金との競合度に依存している。

イギリスにおける国立博物館の入館料収入

は1990年でみると，自前で稼いだ所得15～

30％のうちの６～20％を占めている。これに

よって獲得できる所得額の予想ができ，財源

不足が深刻な環境のなかで，より自由な企画
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を立案できるようになったが，多くの場合に

この所得は博物館の業務を標準的な水準にま

で引き上げたにすぎない。

ビクトリア・アルバート博物館（the Victo-

ria& Albert Museum）は金曜日の開館を再

開し，閉館していた美術館も再開した。ロン

ドンの帝国戦争博物館（the Imperial War
 

Museum）は望ましい開館時間を元に戻すだ

ろう。国立海洋博物館（the National Mari-

time Museum）は１週間に７日開館できるよ

うになったし，毎年展示を変えたり，改装し

たり，目録を作り変える作業にとりかかるこ

とができた。

しかしながら，重要なことは入館料金を課

しているイギリスの国立博物館では自前で稼

いだ所得のうち入館料金が占める割合が最高

になっているわけではないという事実がある

ことである［Cultural Trends 1992］。

1991年にカナダの博物館では総収入に占

める入館料収入はわずか２～６％にすぎな

かった［平均でみると４％であった］［Council
 

for Business and Arts in Canada, annual
 

survey,Dickensonからの引用］。アメリカの

最大150の博物館では総所得に占める入館料

収入はわずか５％にしかすぎないという推定

結果もある。メトロポリタン美術館（The
 

Metropolitan Museum of Art）の1989年の

所得のうち13％は入館者に関係するところ

から生まれていた［Feldstein］。

下記の表は昨年度におけるオーストラリア

の博物館の総所得に占める入館料収入の割合

をみたものである。

ビクトリア博物館（Museum of Victoria）

24％

オーストラリア博物館

(Australian Museum） 12％

［超大作を企画した年度は29％であった］

パワーハウス博物館（Powerhouse） ８％

クイーンズランド博物館

(Queensland Museum） 20％

オーストラリア戦争博物館

(Australian War Museum） 15％

（Corponi，p.44参照。)

博物館のなかには，入館料収入が館の運営

にとって死活的な位置づけになっているもの

もある。ボストンにある科学博物館（the
 

Museum of Science）は1991年から1992年

にかけて1.5（百万）人の入館者数を得て，営

業経費の36％を入館料金によって稼いだ。イ

ギリスの遺跡管理委員会であるアイロンブ

リッジ・ジョージ・ビーミッシュ（Ironbridge
 

Gorge and Beamish）は収入のうち45％を入

館料金で稼いでいる。

ニュージーランドをみると，キャピタル・

ディスカバリー・プレイス（Capital Discov-

ery Place）はその純所得の40％は入館料収

入であった。モータット（MOTAT）では［展

示会の人気度に依存しているが］純所得の

32～83％は入館料収入であった。平均は63％

であった。ワイカト芸術歴史博物館（The
 

Waikato Museum of Art and History）は

1993年から94年にかけて純所得の2.7％は

入館料収入であった［詳細は補論６を参照せ

よ］。

1992年から93年にかけて，オーストラリ

アで入館料金を課している博物館は平均

42.7％の収入を自前で稼いでいた。これは総

所得に占める政府補助金に依存しない割合で

ある。無料で運営している博物館では19％で

あった［CAMD Annual Survey］。

会員制

入会金を納めた人たちには入館料金が無料

になったり，割り引かれたりする会員制度は

入館料金を課している海外の博物館でもよく

みかける制度である［Ganz］。新しい国立博物

館テ・パパでも頻繁に企画を変えること，郵

送による申し込みやイベントの開催などへの

会員特典によって多額の収入を獲得する機会
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が生まれるかもしれない。

入館料金を課しているアメリカの美術館で

は課していない美術館よりも，より多くの会

員を擁している。

２．入館料金はどんな費用負担を発生させる

のか

入館料金に関連して発生する費用について

は収入よりも予想がしやすい。この費用水準

は展示会の企画内容を変えることに応じて変

動する。その際，広告宣伝やマーケティング

調査などに余分な支出をしなければならな

い。

入館料金に関連して発生する費用には以下

のものがある。

●労働に関連する経常経費。これには入館口

で料金を受け取る職員への給与の支払いや

余分な会計費用などが含まれている。

●資本費用。コンピュータによる発券，開館

情報や顧客登録システムなどをするための

設備備品の設置費と維持費などが含まれて

いる。

●企画を変更するために要する費用。

企画を変更することは顧客志向的な組織と

関連することであるが，これらは主要な収入

源なので料金を課している博物館ではより頻

繁に変更する傾向がある。このことは財源不

足のために収入を獲得する機会を増やそうと

している博物館にとっては精神的な負担と

なっている。 ン会場へ

出かけていたことである。そして入館料金の

支払いは他の場所で利用できる予算を減らす

ことになってしまっていた。売店に陳列して

ある品物の品質とそれを買いたいと思わせ

余分に生じる費用は企画を変えることから

得る収入によって相殺されるであろうが，限

界費用（marginal costs）については計算す

べきである。つまり，収入を確保する手段と

して企画内容を変えるために，どの程度余分

な投資をすればよいのか。

追加的な市場調査と広告

市場調査に金を使うことやメディアによる

キャンペーン活動などを通じて博物館はその

公益を維持し，質の高い競争的な文化施設と

して存続できるようになる。これらはサービ

ス志向的な環境内での初歩的な活動である

が，博物館は入館料金の徴収を始めてから，

一般的にみるとマーケティングや広報活動の

予算を増やしてきた［前に述べた市場の中で

の博物館；収蔵品の管理と調査活動の節を参

照せよ］。

入館料金の徴収によって，しばしば国民や

メディアからの信用を失っている。そして良

好な関係を取り戻すために広報活動を展開し

なければならなくなっている。

鑑賞以外での利用者の負担

この問題について海外での経験をみると論

点は揺れている。というのは［ビクトリア・

アルバート博物館（the Victoria & Albert
 

Museum）では］入館料金の徴収を始めて以

降，博物館内での幾つかの売店やレストラン

での支出は以前と変わらないか，あるいは増

えたからである。逆に，もっとよくみられた

ことは，利用者たちは自分たちの支出できる

上限内で博物館以外のアトラクショ

e Centre）が入館料金を

下げたとき，利用者が急激に増え，売店やカ

損をしているかも

しれない。

バーミンガム・ネイチャー・センター（The
 

Birmingham Natur

る

こととの関係を調べてみる必要はあるが，博

物館は一方で儲けて他方で

い建物は開館当の国立博物館テ・パパ し新

初 割をするでを引き，多くの訪問者 る役け付

うあろ 画を体験えず新が，博物館はた 企しい

てもし があるに注目さらうよう国民 る必要れ

。だろう
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フェの売上げも増えた。それは入館料金の徴

収から被った収入の減少を相殺するほどで

あった［Greene］。

入館者数が少なくなるということは博物館

の他の施設内で支出してくれれば増えるかも

しれない収入を減らしてしまうことを意味し

ている。ロンドンにあるナショナル・ギャラ

リー（the National Gallery）の調査による

と，入館料金の徴収は出版物の販売やレスト

ランから生まれる利益を大幅に減らした

［House of Commons Report,1989］。入館者

からの寄付金が減ることに加えて，遺贈品や

慈善的な寄付金なども減っており，博物館は

国民のための慈善組織というよりも入館料金

を徴収する私企業のような存在になってし

まっている。

補助金支援者としての政府との関係

入館料金が展示物の企画のためのみに使わ

れるのであれば有益であろう。もし政府機関

がこの収入を補助金の一部を相殺するための

所得と考えるならば，そのとき入館料金は博

物館にとって単なる費用の一部を構成するに

過ぎない。

また，博物館は入館料金からある一定額の

収入を確保するよう求められている。莫大な

収入を稼ぎ出せば―国立博物館テ・パパの開

館年度中や超大作の展示期間中にみられるよ

うな―次年度以降において常識では考えられ

ないような高い稼得能力を期待させることに

なってしまうかもしれない。

利用者１人当たりの費用

入館料金の徴収によって利用者数が減って

しまえば，各利用者が負担する費用は減って

しまった利用者の度合い（the degree of visi-

tor）を掛け算したものになる［Loomis］。海

外の研究―調査範囲は限られているが―では

１人当たり12ドルの入館料金を課す前と

40～60ドルを課した後の利用者１人当たり

の平均費用を計算していた。この場合，博物

館を支援する機関は無料であったときよりも

より狭い範囲内での人たちに多額の補助金を

支給することを意味する［Filmer-Sankey］。

さらに入館料金の徴収によって利用しなく

なった人たちの費用を集計し社会的費用とし

て金額計算すれば，この費用は増えた収入を

相殺してしまうだろう。

限界費用概念を使えば入館料を無料にすべ

きであるという結論になる。というのは，固

定営業費用はとても高く可変費用はとても低

いので追加的な利用者の費用は最小に近くな

るからである［Dickenson］。もし，博物館を

訪問したいという誰かの望みを断ってしまう

のであれば，そしてたとえこの訪問が大きな

負担にならないとしても，安い入館料金でさ

え徴収すべきではないだろう。

市場での競争

入館料金制度のもとでは，博物館は無料の

公共施設という性格はなくなり，国民の自由

裁量的な支出に依存して競争している私企業

と同じような立場になる［無料の博物館は国

民の自由裁量的な時間と競い合っているが，

有料の博物館では時間とお金で競い合ってい

る］。

国民と博物館との関係は基本的に変化して

いる。かつて博物館の利用者たちは費用を考

えに入れて行動していなかったが，今や動物

園，映画，ビデオ店，スポーツ観戦，子供の

ためにマクドナルドへ入ること，ショッピン

グ・モールで開催される無料の公演［ニュー

ジーランドで最も人気のあるレジャー］などへ

の支出と博物館への支出とを比較している。

市場での競争の影響を計ることは国民がレ

ジャーへの支出の意義を十分に理解している

ので簡単ではない。そして諸変数を特定化す

ることも困難である。ウエリントン動物園の

入園者は市議会主催のサマーシティイベント

の開催中や新しいショッピングセンターが
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オープンしたときには減少していた［Mul-

ler］。オーストラリアのビクトリア地区に公

認のギャンブル場が開設されたときには新鮮

なパンの売上げや博物館への入館者数も減っ

た［Corponi］。

入館料金を課している多くの博物館にとっ

て，入館料収入は限られてはいるが営業予算

の重要な一部である。ただし，劇場やオーケ

ストラのそれとは比較にならないくらい少な

いが。大変な苦労をして入館料金を獲得して

もそれは営業予算をほんのわずかばかり増や

す程度にしかすぎない［DiMaggio］。

３．入館料金はいくらに設定すべきなのか

―価格理論

博物館が入館料金を設定する場合，それは

容認されやすく一貫性のある理論に基づくべ

きである。これは入館料金を決めるときの背

後にある合理性に依存するだろう。最初に，

幾つか検証をすべきであろう。

利益を追求することを目的とする組織に

とって価格戦略の役割ははっきりしている。

それは利益を獲得することである。利益を追

求することを目的としない組織にとっては，

政策を展開する３つの基準が使われてきた。

●所得アプローチ。黒字を最大にするのでは

なく，最大限の黒字を達成すること，ある

いは費用をカバーすることである。

●営業アプローチ。どんなときも需要が供給

に反応して価格が変化するので，生産能力

を最適に利用することである。

●入館者数アプローチ。入館者数を最大にす

る，あるいは様々に細分化した市場の支払

い能力に応じて価格を変化させることであ

る。

博物館の平均営業費用は利用者１人当たり

の平均固定営業費用と追加的な利用者の限界

費用とを結合して計算すべきである。もし博

物館が平均営業費用を入館料収入で賄おうと

すれば，社会的厚生は減少するであろう。つ

まり価格は多くの潜在的な利用者が極めて高

いと判断する水準へ設定されるからである。

逆に，低い価格を設定すれば，それは各利用

者の限界費用に等しくなり，いまよりも多く

の人たちに利用してもらえるが赤字になって

しまう［Heilbrun and Gray］。

海外の調査によると，もし価格設定が入館

者たちからの需要の不足を反映したものより

も，むしろ支払いたくないというような姿勢

を反映したものになっていれば，無料あるい

は低料金を設定している博物館でさえ収入の

機会を失っているようだ。事例は少ないであ

ろうが，より高い価格を設定している博物館

は利用者を減らしていないかもしれない

［Cooper-Martin］。

入館料金は博物館ごとに決定されるべきで

ある。がしかし，他の博物館やレジャー産業

との比較をすれば参考になる価格帯を見つけ

ることもできるであろう。

ⅰ）入館料金の水準

博物館やレジャー産業の入館料金はアトラ

クションの規模，魅力，商業的な強調度や提

供する作品の性質などに応じて変わる。

ニュージーランドの料金水準は平均的に高い

グループ［12ドル－大人料金，８ドル－子供

料金，６ドル－割引料金］，平均水準［８ドル，

６ドルと４ドル］と平均を下回る水準［２ド

ル，１ドルと１ドル］とに分けることができ

る。（次ページの表を参照せよ。―訳者）

補論７には海外における入館料金を掲載し

ている。

国立博物館テ・パパの高い市場性と収蔵品

の質からすると，入館料金は高く設定できる

であろう。しかしながら，海外での経験から

すると，アートアトラクションを提供してい

る洗練された新しい博物館でさえ大衆的で限

りなく自然に近いテーマパーク，あるいはよ
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。

れない博

物館へは同じ金額を払おうとは思っていない

だろう’，と言っている。

られた体

ⅱ

カナダのある博物館は‘人々はテーマパー

クへは相当な金額を払ってもいいと思ってい

るが，限

入館料金

験しか提供してく

館料金

特別な入館料金を課すときには基準を設け

なければならない。特別展への

特別展へ

を

）

較してみ

の入

よ

比

う

よ もうわず なではかり が映画 のある 館の 料と

き いぐ なて競っ ですることはめ金や顧 。争を客を

で均値平 合するアトラク館料金は競入みた

国るとべションと比 そうでれ民に受け入 られ

あ や国立博る。海外での調査 テ・パパ物館 の

者 査に調 館料金は常よると，安い入入館 連に

いやす である［以下の受け入 ようは れられ

パート い料金はレジャー産］。安照せよ３を参

合する業と競 ラクション提供されるアトし，

ろ値ごにとってもいい 用家族である。 の利用

料金 金よりは映画館への入場料 であ価も安

問性も いようである。題にならなり，公平

（単位：ドル)

ワイカト芸術歴史博物館［低水準］

（The Waikato Museum of Art and History）

大人 2

子供 0.5

年金生活者 1

ウエリントン動物園［平均水準］

（Wellington Zoo）

大人 7.5

子供 3.5

大人２人，子供３人 21.5

交通科学博物館

（MOTAT）

大人 8.5

子供 4.5

年金生活者 6.5

国際南極センター

（The Antarctic Centre）

大人 10

子供 6

家族 25

レインボーズ・エンド・アドベンチャー・パーク

（Rainbow’s End Adventure Park）

大人 24

子供 19

ウエリントン・シティ・アートギャラリー［現在は徴収していない］

（Wellington City Art Gallery）

大人 2

子供 1

キャピタル・ディスカバリー・プレイス

（Capital discovery Place）

大人 8

子供 6

ホイッツ・シネマ

（Hoyts Cinema）

大人 9

子供 5

年金生活者 5～7

ケリー・タールトンズ南極＆アンダーウオーター・ワールド［高水準］

（Kelly tarleton’s Underwater World）

大人 16

子供 6

（訳者注）博物館名は邦訳すると，館の特徴をうまく表現できない場合があるので，原文のまま掲載した。

以下，同じ。

人 5

＊この料金は常設展以外の全ての展示

（単位：ドル)

ニュージーランド国立博物館テ・パパ

（Museum of New Zealand
 

Te Papa Tongarewa）

音声合成

（Voices）

大人 2

子供 0.5

大人 7

オークランド博物館

（Auckland Museum）

火山と巨大植物

（Volcanoes and Giants）

子供 4

家族 15

割引対象者 4

オークランド・シティ・アート・ギャラリー

（Auckland City Art Gallery） 大

館料金をめぐる論争

定している。

（訳者注）

会への入館料

金である。モナやピカソというような海外からの特

別展にはもっと高い料金を設

展の名称で

ある。
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オークランド・シティ・アート・ギャラリー

（the Auckland City Art Gallery）への入館

者数のうち56％は一時的な展示会の入館料

金５ドルを妥当な金額であるとみている。

40％はそれが高いと思っている。ただし，こ

のうち19％は２～３ドルが妥当であると

言っていた［ACAG,Quarterly Survey，1992

年９月］。

ニュージーランドで超大作の展示会を開催

するときには映画のチケット代金よりもわず

かに安い料金を設定している。入館料金を比

較してみよう。

パート３：市場調査

１．入館料金に関する国民の意見

国立博物館テ・パパは入館料金に関する国

民の意見を知るために数量調査に続いて，質

的な市場調査をおこなった。以前に博物館を

利用したことのある４つのグループについて

ウエリントンとオークランドで調査した。こ

れらのグループは入館料金に関する国民の意

識や意見について予備的な情報を提供してく

れた。ここで紹介する事実関係は，より包括

的な分析の一部として，国民を代表する750

人についての数量分析結果である。

主要な分析結果は以下のとおりである。

●入館料金について最も慎重な立場をとるも

のは，特別展に料金を課している場合には

国立博物館テ・パパの中核となる展示会に

ついては無料にすべきである，というもの

であった。

●常に無料にすべきだという人たちは30％

いたが，展示会費用を賄うためには入館料

金も必要であるという人たちは55％いる。

後者のうち何％かは入館時よりも特別展へ

の料金徴収を支持している。

●入館料金を徴収すれば，おそらくリピータ

は減り，偶然の思いつきで訪問する人たち

さえ排除することになるであろう。

●入館料金については何か重要な国民的議論

が容易にできそうである。

●入館料金への反対意見は賛成意見よりも

もっと有力であるかのように論じられすぎ

ている。

●入館料金への最も強力な反対意見は料金が

子供や若者たちを排除している，というこ

とである。

●入館料金への最も強力な賛成意見は，利用

者はより良い展示会だから支払っているの

である，ということであった。

●国立博物館としてのテ・パパは無料を支持

している。

●安価な入館料金は最も受け入れられやすい

（単位：ドル)

ニュージーランド国立博物館テ・パパ

（Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa）

クイーンズ・ピクチャー

［The Queen’s Pictures］

大人 12

友人/学生 5

割引 7.5

家族 25

ニューサウス・ウールズ・アート・ギャラリー

（Art Gallery of New south wales）

大人 ５～12

割引 －

オーストラリア博物館

（Australian Museum）

大人 7.5

割引 5ないし3

家族 15

オーストラリア・ナショナル・ギャラリー

（Australian National Gallery）

大人 8

割引 4
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であろう。

●新しい国立博物館テ・パパは入館料金の徴

収制度を容認してもらえるようないくつか

の制約条件を克服できるかもしれない［調

査結果については補論８を参照せよ］。

補論

補論１－入館料金への割引制度

無料日

無料日や特定の時間帯を無料にすることに

よって，入館料金の支払いによって不利益を

受けている人たちの利用ができるようになる

し，偶然の思いつきで利用する人たちにもあ

る程度利用してもらえることになる。無料日

の設定は一般的によくおこなわれており，総

入館者数に占める割合も高い［ウエリント

ン・シティ・アートギャラリーの入館者数の

うち３分の１は毎週設定されている無料日の

訪問者たちであった］。

無料日の設定はマーケティング戦略のうち

重要な広報活動にもなっている。そして博物

館は入館料金の設定がインテリ主義を助長

し，博物館から人々を遠ざけているという批

判を避けるために，この無料日を人気とりと

して使ってきた。幾つかの海外の博物館では

利用者数の少ない特定日の早い時間帯に無料

の入館を設定しているし，あるいはときとし

て学校の休暇中に設定されると混雑すること

もあるが，遅い時間帯に設定しているところ

もある。

割引率

入館料金の割引や無料になる制度の適用者

には次の人たちが含まれている。高齢者，あ

る年齢以下の子供たち，学生，身体障害者た

ち，地域住民であることを証明するカードを

持っている人たち，あるいはフランスで見ら

れるような退役軍人，戦争負傷者，軍人，教

員，ジャーナリスト，文化関連施設の勤務者

など。学生たちはしばしば割引される前に既

に該当者として登録されている。博物館への

多くの入館者たちは家族単位であり，家族割

引はごく一般的におこなわれている［この制

度は片親しかいない家族にも適用すべきであ

る］。常連客への割引や会員には特典もある。

自発的な寄付金

博物館のなかには強制的な入館料金の徴収

を避けて，入館者からの自発的な寄付金に

よって収入を確保しているものもある。これ

はビクトリア・アルバート博物館［‘あなたは

支払いたくなければその必要はないが，入館

できません’］のようにモラルに訴えること，

入館者自身の自由な意思にすがること［‘あな

たは支払う必要はないが，もし支払えばすば

らしい体験ができるでしょう’］，博物館の活

動に個人的な貢献をしているという入館者の

想いを促進すること［‘あなたは支払う必要は

ないが，支払ってくれれば，そのお金は私た

ちがあなたの祖母のパッチワーク用のキルト

を保護するための手助けになるでしょう’］な

どを通じてか，あるいはお願いする［‘あなた

は支払う必要はないが，もし払ってくれなけ

れば私たちはこの博物館を閉館しなければな

らないでしょう’］かのいずれかによって入館

者に料金を支払ってもらおうとすることであ

る。

この自発的な寄付金制度は多くの博物館で

うまく使われてきた。こうした博物館にはワ

イカト芸術歴史博物館や［最終的に］ビクト

リア・アルバート博物館なども含まれている。

補論２－博物館の利用者たちは顧客なのか市

民なのか

博物館はどんな立場の機関として企画を立

て，運営をしているのか。単純ではあるが基

本的な答えは教育［など］と経済との間にあ

るかもしれない。博物館の存在意義はその提

供している便益によって正当化されるのか，
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あるいは自由市場経済の中でうまく運営して

いることによって正当化されるのか。まず問

うべきことは，博物館は利用者たちを市民あ

るいは顧客のいずれとみているのだろうか。

博物館は顧客に奉仕する機関であるという

見方は，顧客はいつも正しくて，現在の売上

げや入館者数は博物館の成功指標になるとい

う信念に基づいている。博物館はそれ自身教

育機会を提供する施設であるという見方は，

館での体験は貴重であり，最優先事項として

支持され，維持されるべきだという古くから

ある批判的な大衆社会の認識に基づいてい

る。国民を単なる消費者とみなすことは入館

の機会を公平に保障されている国民を別の目

標物にしてしまうであろう。

補論３－国立博物館テ・パパの専門家評価委

員会報告書；入館料金への意見

‘我々は国立博物館テ・パパが所得を稼ぐ必

要があることは認めるが，入館料金に替わり

うるあらゆる手段を調査すべきである，と考

えている。’［p.１］

勧告内容

［３］委員会（The PRT）は入館料金制度

を導入する前に以下の全ての事項を考慮する

よう勧告している。

●国立博物館テ・パパの任務との関係

●入館者数への潜在的な影響

●獲得できる所得の見返りとして，入館料金

の設定にともなう管理費用や雇用費用など

●他の所得獲得方法など

［４］委員会は，入館料金の提案をするとき

にはマオリ・コレクションの利用という視点

からマオリ民族やマオリ文化などを考慮すべ

きことを勧告している。

［５］委員会は，国立博物館テ・パパや評議

会は入館料金以外の所得獲得手段を包括的に

調査するよう勧告している。

補論４－入館料金制度を導入する前の入館者

数

入館料金制度を導入する前に入館者数を計

算しても不正確であり，導入された後の入館

者数の減少を大きくみせるかのように過大に

推計される，と言われてきた。しかし，最近

の調査は―ビクトリア・アルバート博物館，

ロンドンにある科学博物館［Dickenson］と

オーストラリアの博物館［Filmer-Sankey］を

使って―少し長い期間で見た入館者数データ

を検証している。これらの調査によると入館

料金の導入と入館者数の大幅な減少との間に

は相関関係がみられた。

さらに，導入後の数年間をみると，ある程

度入館者数は回復しているが，ヨーロッパ，

オーストラリアと北アメリカなどの例をみる

と導入前からの減少が依然として続いている

ことも確認されている。

一方，入館料金を下げたバーミンガム博物

館では入館者数が126％増加した。カナダに

あるナショナル・ギャラリー（The National
 

Gallery）は1992年から93年にかけて３カ月

間入館料金を廃止した。その結果，入館者数

は54～74％だけ増えた。料金を再度徴収した

とき，入館者数は40％だけ減ってしまった。

補論５－入館料金水準と国民の利用度合い

入館者数は入館料金のみならず，広い意味

で国民の博物館への利用のし易さなどにも依

存している。開館時間が長く，アクセスする

交通機関が便利であるほど，より多くの人た

ちが博物館を訪問するであろう［Cooper-

Martin］。

割引料金の利用可能性に加えて，身体障害

者たちへの便宜，入館後の費用，利用者が訪

問しやすい場所に立地していること，利用者

たちが博物館内で入手したい情報やしてみた

い体験などの全てが国民の博物館への利用の

し易さを決める要因である。教育サービスの

利用可能性やその質，出張サービス，出版物，
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収蔵作品の貸与なども博物館が所有している

知識への利用のし易さを決める要因である。

メトロポリタン美術館（The Metropolitan
 

Museum of Art）は金曜日と土曜日の開館時

間を夕方まで延長したとき，この時間帯の訪

問者たちはより若年で，より多様な民族で，

そして多くの場合，初めての訪問者たちにな

る傾向があることを確認している［Luers］。

補論６－ニュージーランドの博物館の入館料

金政策と実績

この報告書を作成するにあたって，ニュー

ジーランドにある博物館の中から幾つか選び

入館料金に関する意見やその実績などについ

て調査した。

ワイカト芸術歴史博物館（Waikato Museum
 

of Art and History）［入館料金を徴収してい

る博物館］

入館料金：大人２ドル，子供50セント，割

引１ドル。月曜日は無料，友の会会員や学生

たちも無料である。入館料金の支払いは任意

であるが，当館は利用者に払ってくれるよう

お願いしている。入館者のうち48％は料金を

払っていなかった。入館料収入は1993年から

94年にかけて年間純所得の2.7％を占めるま

でに増えた。

入館料金を導入した次年度に入館者数が

減ったが，当館はこの減少は国際的な特別展

示会を開催しなかったからであるとみてい

る。入館者数は料金の導入前から少ないまま

であるが，当館は入館料金のマイナス効果は

任意の寄付金制度，広範囲な広告活動やメ

ディアとの良好な関係によって小さくなって

いる，とみている。当館は入館料金の導入に

ともなう実績を一般的にポジティブに評価し

ていた。

オタゴ博物館［一時は入館料金を設定してい

たが，現在は無料の博物館］

1987年に当館は入館料金を導入した。

ショップ（売店）へ入ったり，休憩室を利用

したり，小さな臨時の展示会への入館は無料

のままであった。総数37,330人がこうした無

料の施設を利用していたが，9,000人の大人，

推定3,150人の無料の子供たちは依然として

入館料金を支払う施設を利用していた―これ

は総入館者数のうち32％を占めている。

メディア政策が貧弱なために無料の施設で

さえ入館者数は減ってしまった。このために

寄付金額も80％だけ減ってしまった。５カ月

後，市議会は新たな政策を打ち出したが，そ

の後の３年間をみると入館者数は消極的な取

り上げ方しかしてくれないメディアや国民の

激しい反動を受けて減少してしまった。

入館料収入は寄付に頼る前よりも少なく

なってしまった。

カンタベリー博物館［入館料金が無料の博物

館］

当館は常に入館料金を課すことを考えてき

た。1970年以降，入館料金についての調査研

究が11件ある。1994年６月に入館料金の導

入を議論するトラスト評議会が設置された。

入館料金の徴収については巡回展示会を開催

するための資金源として提案され，1995年か

ら一部の展示会で徴収している。

キャピタル・ディスカバリー・プレイス（Capi
 

tal Discovery Place）［入館料金を課している

博物館］

-

当館は自前で稼いだ所得のうち入館料収入

が40％にまで増えた。これは高成果である。

自前で稼いだ所得は総所得のうち，70％を占

めているが，この割合は確実に受けられる主

要な補助金が無いなかで，当館が最低限の望

ましい水準で運営をするのに要する金額を下

回っている。当館の利用者とそうでない人た
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ちへの調査結果をみると，利用しない理由と

して，５人に１人は料金がかかることを指摘

していた。

ウエリントン・シティ・アート・ギャラリー

［かつて入館料金を課していた博物館］

当館は1994年９月にギャラリーへの入館

料金を廃止し，任意の寄付金制度を導入した。

かつて当館は安価な料金を課していた。大人

２ドル，子供50セント，割引［学生，高齢市

民など］１ドル，水曜日は無料。1994年の予

想入館料収入は予算として計画していた

50,000ドルから26,000ドルへと減ってし

まった。試みとして無料期間を設定してみた

とき，週当たり入館者数は1,480人から

2,174人へと増えた。当館の料金政策は無料

から有料制度を導入しようとしたとき，利用

者の行動に大きな影響を与えていた。

交通科学博物館［入館料金を課している博物

館］

モータット（MOTAT；この博物館の通称

―訳者）はニュージーランドの博物館のなか

でも広範囲に料金を設定している。大人8.50

ドル，子供4.50ドル，年金受給者6.50ドル，

学校関係者１人当たり３ドル，無料日の設定

はない。入館料金からの収入は総所得の32％

と83％の間にあり，年平均では63％である。

当館は入館者数を維持するために毎年特別

展を開催してきた。期待した収入額も増えて

おり，新たにマルチメディアや体験型施設も

導入した。当館は業務から利益を稼ぐこと，

顧客志向や財源を入館料金に依存することな

どを強みと考えている。入館料金の徴収は当

館の運営活動を収蔵品志向から顧客志向的な

行動へとその優先順位を移すことになってし

まっている。

オークランド海洋博物館［入館料金を課して

いる博物館］

当館は1993年に開館し予算規模として年

間300,000人の入館者数を予定していたが，

今ではその半数を期待するのみとなってい

る。トラスト評議会の議長はこの原因として

入館料金の設定による入館者数の減少を指摘

している。‘人々は入り口までやって来て，入

館料金を見て，何度も肩をすくめ，ついには

どこかへ行ってしまう’［NZ Herald 1994

年４月28日］。これまで館長は，人々は映画

館への入館や動物園への入園にはお金を払う

意思があるが，博物館に対しては無い―この

部門と競争しても勝てない―と言ってきた。

オークランド博物館［無料の博物館］

当館はこれまでに２回入館料金の導入を検

討し，あきらめてきたが，今は臨時の展示会

には入館料金を課している。料金は展示会に

応じて幅をもたせて変えている。大人は１ド

ル～７ドル，子供や年金受給者たちは上限４

ドルまで，家族は上限15ドルまで。

マナワツ・科学センター・ミュージアム（The
 

Science Centre and Manawatu Museum）［部

分的に入館料金を課している博物館］

科学センターだけは入館料金を課してい

る。料金は大人６ドル，子供４ドル，年金受

給者たち４ドル，家族15ドルである。科学セ

ンターは1992年に開館した。センターと博物

館の両方の施設が稼ぐ収入のおよそ10％は

入館料金であり，この増えた収入は全て展示

会や教育企画の開発へ支出している。

科学センターは入館料金の徴収によるマイ

ナス効果を受けておらず，入館者数は増加し

つつある。無料の博物館は科学センターへ人

を呼び込むためのインセンティブの役割をし

ていると考えられている。
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ドウセ・アート・ミュージアム（Dowse Art
 

Museum）［無料の博物館］

当館の政策は特別展には料金を課すが，こ

れに該当する望ましい展示会は過去５年間で

みて３件のみであると考えている。多くのよ

り小さな展示会は広くアピールできるが，料

金を課すには適切なものではない。３件の料

金を課している展示会は海外からもってきた

ものであり，長期にわたり費用をかけて企画

したものであった。

博物館でのアトラクションは労働集約的で

あり，料金を負担する人のみが鑑賞できるも

のではなく，いつでも誰でも自由に鑑賞でき

るものである。入館料金を課しているどんな

展示会であれ成功させるためには，スポン

サーシップがとても重要である。

当館は市議会からの要請によって頻繁に入

館料金を課すことを検討してきたが，今年度

の後半には特別展示会に限って入館料金を課

すことが提案されている。

ロバート・マックドガル・アートギャラリー

（Robert McDougall Art Gallery）［入館料金

が無料の博物館］

当館の館長であるジョン・コリー（John
 

Coley）は当館が入館料金を無料にしている

ことについて，次のように述べていた。

‘国の文化施設への入館料金を無料にする

ことはあらゆる市民の権利である。ギャラ

リーや博物館にある彫像や作品は，自分たち

がどこから来て，何をしてきたのか，何に価

値を見出し，何を信じてきたのか，自分たち

が熱望するものは何か，そして結局自分たち

は何者なのか，ということを考えるときのシ

ンボルである。博物館やギャラリーは図書館，

大学や諸教育機関とともに，自分たちの文化

価値，信仰や価値基準などを記録し伝承する

施設である。よって利用したい，学びたい，

体験したいという人なら誰でも無料で利用で

きるようにすべきである。これらは暇なエ

リートたちの旅行目的としてのモニュメント

ではなく，知識を身に付けたいといういかな

る人たちにとっても実質的なアイデンティ

ティの象徴である。

入館料金を課すということは，博物館が表

象しているものへの国民の理解が変わるとい

うことである。それは全ての人たちが利用で

きる公的アメニティ，そして教育施設として

の立場から，博物館は入館料金を支払える能

力を備えた人たちだけを受け入れる施設に成

り下がることである。アメリカやヨーロッパ

の博物館のなかには，国民のために存在する

という理想はもはやなく，明らかに金持ちや

支払い能力の高い常連客のための排他的なク

ラブになっている，と言われるほど，侵食さ

れているものもある。’

サウスランド博物館［無料の博物館］

当館はオーディオ・ビジュアル・シアター

のみに入館料金を課している。大人２ドル，

子供50セント。これは年間所得の２％を占め

ている。オーディオ・ビジュアル・シアター

に入館料金を課したとき，寄付金は年当たり

25％だけ減少した。

補論７－入館時に支払う料金；国際比較（次

ページの表を参照せよ。―訳者）

補論８－入館料金に対する国民の意見―市場

調査の結果

引用文は調査の途上で限定した特定の博物

館からの意見であり，数値はパート３で紹介

したように数量分析結果からの引用である。

ページ番号は最終報告書の該当部分である。

１．入館料金に関する議論

ⅰ）一般的な意見

30％の人たちは常に無料を支持している

が，55％は展示会費用を賄う範囲内での有料

化を支持している。後者のうちの何％かは入
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館時の徴収よりも特別展での徴収を支持して

いる。さらに，この支持者たちが考えている

料金は収蔵や管理に要する費用を賄うのとほ

ぼ同額であるような低い金額であった［p.

８］。

ⅱ）入館料金徴収への賛成論

賛成論者は大多数の博物館支援者に対して

入館料金について説明をする際に多くの配慮

をしなければならないほど強く賛成論を支持

しているわけではない［p.10］。

入館料金の徴収を最も強力に支持している

議論は，この収入はより画期的で興味深い展

示会を開催するための資金となる，と言って

いる。この種の議論は，博物館は補助金不足

に陥っているという一般的な意見によって補

強されている［p.13］。

入館料金は利用者が使うお金の価値を高め

るようなより良い展示会を開催するために必

要な資金を入手する一手段として理解されて

いた。

入館料金は博物館の成果を高める手段でも

あると理解されてきた。……‘博物館へ行って

……お金を払っても退屈されれば，そのとき

博物館は変わるであろう’［p.15］。

最も弱い議論はこうして得た収入も諸費用

のわずかな部分を充たすに過ぎないというこ

とを強調している［p.10］。

ⅲ）入館料金徴収への反対論

入館料金への最も強力な反対論は，この料

金によって家族，特に子供たちや若年層たち

補論７ 入館時のみの入館料金；国際比較［1994年２月］

シドニー（Sydney）（単位：ドル） 大人 割引 家族

応用美術科学博物館（Museum of Applied Arts and Science） 5 2 12

オーストラリア博物館（Australian Museum） 4 1.5 8

現代芸術博物館（Museum of Contemporary Arts） 6 4 15

オーストラリア国立海洋博物館（Australian National Maritime Museum） 7 4.5～3.5 17.5

キャンベラ（Canberra）（単位：ドル）

オーストラリア国立美術館（Australian Natioanal Gallery） 3 － －

国立科学技術センター（National Science and Technology Centre） 6 3 18

メルボルン（Melbourne）（単位：ドル）

ビクトリア博物館（Meseum of Victoria） 5 2.5 10～15

サイエンスワークス博物館（Scienceworks） 7 3.5 14～21

ビクトリア国立美術館（National Gallery of Victoria） 6 3 12

ロンドン（London）（単位：ポンド）

ビクトリア・アルバート博物館［寄付金］（Victoria& Albert Museum） 3.5 1

国立科学産業博物館（National Museum of Science and Industry） 3.75 2

国立歴史博物館（Natural History Museum） 4 1.9

国立海洋博物館（Natinal Maritime Museum） 3.5 2.5

映画博物館（Museum of the Moving Image） 5.5 4

ロンドン博物館（Museum of London） 3 1.5

ニューヨーク（New York）（単位：ドル）

近代美術館（Museum of Modern Art） 5.5 2.5

メトロポリタン美術館（Metropolitan Museum of Art） 5 2.5

グッゲンハイム美術館（Guggenheim Museum） 5.5 2.75

パリ（Paris）（単位：フラン）

ルーブル美術館（Louvre Museum） 30 15

ポンピドウ・センター（Pompidou Centre） 23 15

科学センター（Science Centre） 35 18
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の利用が阻害されるというものである。この

考え方は賛成論者によっても支持されてい

る。子供たちは博物館の利用を決める重要な

要素である。

‘あなたは彼らを博物館の入り口の上り段

の所で留まらせている’［p.21］。

より低所得者層に与えるマイナスの効果も

強力な反対論の一つである［p.17］。

‘２ドルや20ドルという金額の大きさが問

題なのではない―入館料金によって利用を

思い留まっている人たちがいるのである。’

‘入館料金は学識のない人たちやとにかく

博物館での体験がない人たちの利用を止め

させ，博物館へ寄せ付けないようにするだ

ろう。’

遺跡や寄贈品に関する議論もまた頻繁に入

館料金への反対論として出てくる。

‘作品は個人や地域の財産として寄付され

ている。彼らが寄付したものを鑑賞するた

めに人々に料金を課すのは倫理上いかがな

ものか。’

‘寄贈［作品］はそれを他の人たちが鑑賞す

る場合に料金を支払ってもらおうなどと

思っていない人たちから寄贈されている’

［p.22］。

‘私はそれを鑑賞するために他の誰かが入

館料金を支払わなければならないというこ

とを知っていれば，寄贈などしない。’

逆の意見もある。‘私は入館料金を支払うこ

とを支持する世代である。私はお金を払っ

て，オール・ブラックスやニュージーラン

ドのクリケットチーム―これらは我々の文

化であり歴史的遺産でもある―の試合を観

戦しなければならない。なぜ，これら以外

のものを鑑賞するのにお金を払わなくても

いいのか。’

ⅳ）国立博物館としてのテ・パパの意見

テ・パパの意見は入館料金を無料にすると

いうことである。この博物館は‘自分たち’の

ものであり，一般納税者たちのものである。

‘……これは自分たちの共通の博物館であ

り，一部の者たちのものではない……。’

逆の意見もある：280（百万ドル）―博物館

は何かにこれだけの料金を課している。

２．価値の変動

ⅰ）お金の現在価値

多くの人たちにとって，一般的な入館料金，

特にケリー・タールトンズ南極＆アンダー

ウォーター・ワールド（Kelly Tarleton’s：

オークランドに立地する海洋体験型観光施設

―訳者）や動物園への入園料金と比べてみて

も博物館への入館はお金を支払うだけの価値

がないのであろう。特に強い批判は次のよう

な博物館の特徴に対しておこなわれている。

古くて，新鮮味がなく，つまらなくて，うっ

とうしくて，暗くて，憂鬱で，寒くて，快適

でなくて，痛ましくて，やっかいであるなど

は現在の国立博物館テ・パパやオークランド

博物館を表現するときに使われる言葉の幾つ

かであった。

‘南極［展示物］はとても市場性があり，現

代的で芸術そのものである……’［p.28］。

‘私はそうしたものたちの立場になって

……もう少し空想をしてみたい’［p.26］。

展示内容は数年間に渡ってほとんど変わっ

ていないようにみられていた。

‘……案内人には覇気も感じられない’［p.

27］。

‘体験型でもなかったし，興味も沸かなかっ

たし……そこでは気持ちも休まらない’。

ⅱ）他に替わりうる体験にお金を支払う理由

回答者たちは予定していた博物館への訪問

が最終的にできなくなった場合にどうするか

を質問されていた。多くの人たちにとって，

博物館の入館料金は他に変わりうる行動には

明確な影響を与えていなかった。動物園，映

画，ケリー・タールトンズ南極体験＆アンダー
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ウォーター・ワールドを選ぶということは，

これらがもっと生き生きとし，色彩的で活動

的であるようなエンターテインメントとして

理解されているからであった。そして彼らは

こうしたものへお金を支払う用意をしていた

［p.29］。

‘［動物園］は生きて動いているが，博物館は

止まったままである。’

‘……博物館へ行って空想をめぐらせる人

はいない’［p.29］。

回答者たちは，もし余分なお金をかけて企

画され，明らかに常設展とは違う―特に海外

の作品ならば―特別展には入館料金を支払う

ことに賛成していた。

ⅲ）新たな体験にお金を払うだろうか

重要な仮設として，いま入館料金を支払い

たくないという回答者たちに，より魅力的で

興味深い新しい博物館へは支払う気持ちがあ

るかどうかを質問してみた。回答者たちは新

しい博物館が計画している幾つかの新しい試

みについては賛意を示していた―より臨場感

のある企画，ドラマッチック，ビデオ，情報，

生活，芳香，関連する周辺の活動，快活，時

と場所をわきまえたセンス，変化と新規性な

どへは快く支払いをする用意があるようだ。

逆に，また多くの人たちは自分たちのお気

に入りの作品が博物館に長く保管され続ける

ことに価値を見出していた［p.35］。活動的な

面とそうでない面とのバランスを保つことが

重要であると認識されていた。

３．入館料金が利用者たちに与える影響

この調査によると，特に現在の国立博物館

テ・パパやオークランド博物館ではできない

ような新しい体験をもってしても利用者数に

は大きな影響を与えないだろう，と推測して

いた。しかし，入館料金の徴収によって，た

ぶん再び利用しようとする人たちの数は減

り，すぐに全く利用してくれなくなり，偶然

の思いつきで利用する人たちの数も減るだろ

う。

ⅰ）予想される反動

これまで無料で運営してきた博物館を有料

にすれば，マイナスの反動が表れるであろう。

がしかし，この影響は病院へ支払う金額より

は少ないであろう［p.38］。結局，有料政策は

受け入れられるであろう。

現行の無料制度はオークランド博物館へ利

用者を引き寄せる主要な要因であった。

ⅱ）偶然の思いつきで利用する人たちへの影

響

海辺に立地していることはこうした人たち

の利用を増やしそうであるが，入館料金は

―低料金の場合は別として―彼らを排除して

しまうだろう。お金への評価は博物館で過ご

す時間の長さと関係していた［p.40］。図書館

を利用する人たちと同じように‘ぼんやりし

ている’人たちは入館料金を徴収されれば博

物館を利用しなくなるであろう。

‘……お金を払って入館しなければならず，

４時間待たされるとき，たとえ３時間後に

待つのが苦しくなり始めたとしても，あな

たはここで払って，きっと入館したい，と

言うことでしょう。’

ⅲ）入館者数

回答者たちをみると，入館料金は利用者数

を減らすことを示唆していた。‘料金を払って

一度鑑賞したものを再び見たいとは思わない

が，それからもっと多くのことを得られるの

であれば再び利用するでしょう［p.42］’。

４．入館料金の構造

入館料金の徴収を支持している回答者たち

は心の中ではとても安い料金を想像してい

る。例えば，子供料金は１ドルから３ドル，

家族は８ドルから［最大限］10ドルまで［p.
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44］。‘あなたはたぶん小銭で２ドルまでなら

かき集めることができるでしょう。しかし，

もし５ドル支払わなければならないことが分

かれば，それは自宅へ帰るバス賃ではすまな

いかもしれない。’

回答者たちは割引制度に期待を寄せてい

た。この制度の適用者として家族，地域住民

カードの保有者たち，学生，年金受給者や学

校関係者たちが含まれていた。

個別の料金徴収制度あるいは展示会での料金

徴収

これについては意見が分かれている。入館

料金に賛成している人たちは，連続して‘個別

施設ごと’に料金を払うということは結局利

用者たちに多額の出費をさせることになるの

ではないかと心配している。１日パスや週間

パスなども人気のある料金制度である。

‘例えば，ディズニーランドのアトラクショ

ンを観るために25ドルを支払い，そこへ行け

ばあらゆるものが無料であるということを知

れば，私はこちらを選ぶ’［p.46］。

個別施設ごとに支払う制度を支持する人た

ちは，この料金制度によれば利用者たちに

もっと選択する機会を与えることができる，

と言っている。

‘あなたが支払おうとしているのが特別な

展示会であれば，あなたは常に自分が獲得し

ているものが何かを理解している’

‘入館料金は［無料］にすべきである。’

‘もう少しだけお金の価値を認識すれば，

……私はそれに支払うことを嬉しく思う［p.

47］。’

会員制度に賛意を示す人たちもいる。この

制度にはニュースレター，無期限の無料入館，

子供たちのクリスマスパーティへの参加，短

期間の無料・休日コースの利用などが含まれ

ている。最も多くの回答者たちは，自動入館

カードシステムは便利であると答えていた。

補論９－比較分析の限界

入館料金が博物館へ与える他の効果を予測

するとき，海外やニュージーランドの経験が

どの程度応用できるのかについては，確実な

ことは言えない。

入館料金が利用者数に与える影響を分析す

るのに必要な入館者のプロフィール，他館の

収入獲得行動など長期にわたる，利用可能な

統計データはない。データはしばしば個別に

は入手できず，ただ一般的な傾向が観察でき

るのみであり，そこから示唆的な結論を導い

ている。海外の博物館における料金制度の導

入は他の変化―資本充実計画のような―に付

随してきたものである。このために料金のみ

の効果を評価することが難しくなっている

［Loomis 1987］。

入館料金を課していない博物館のおかれた

状況も集客活動，文化の複合性（cultural
 

mix），国民に向けた展示企画あるいは経営環

境などにおいては国立博物館テ・パパと似て

いる。この国立博物館テ・パパのユニークな

特徴を反映した機関は他にはない。比較は注

意深くおこなわれなければならない。

また，利用できる既存の調査文献の多くは

入館料金に関する議論のうちどちらか一方に

偏った主観的な見方をしている。
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